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 この入札説明書は，地方自治法（昭和22年法律第67号），地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「施行令」という。），仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。），

清掃警備業務の委託契約に係る一般競争入札実施要綱（平成30年6月26日財政局長決裁），仙台市入

札契約暴力団等排除要綱（平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。），本件の調達に係る

入札公告（以下「入札公告」という。）のほか，本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加

しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し，かつ，遵守しなければならない一般的事

項を明らかにするものである。 

 

１ 公告日 令和6年10月16日 

 

２ 入札担当部局，問合せ先及び契約条項を示す場所 

 (1) 所 在 地：〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

 (2) 担 当 課：仙台市財政局財政部契約課物品契約係  電話022-214-8124 

 (3) 調達責任者：仙台市長 

 

３-１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量  仙台市博物館清掃業務委託       一式 

 (2) 案件内容    別添仕様書のとおり 

 (3) 履行場所    別添仕様書のとおり 

 (4) 履行期間    令和7年1月1日から令和7年12月31日まで 

           （地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約） 

 

３-２ 低入札価格調査 

  本入札は，低入札価格調査対象案件である。次の関係要綱及び要領をよく確認すること（別添参

考資料を参照のこと）。 

 (1) 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱（平成31年3月14日財

政局長決裁） 

 (2) 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱実施要領（平成31年3

月14日財政局長決裁） 

 

４ 入札参加者に必要な資格 

  一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において，次に掲げる要件をす

べて満たす者で，本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。 

 (1) 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また，当該資格において，営業種目を「ビルメンテナンス」で登録している者であること。 

 (2) 仙台市内に本店を有すること。 

  (3) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 

 (4) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

 (5) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていない

こと。 

 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。 

 (7) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。 
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 (8) 資本金10,000,000円以上であること。 

 (9) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）に基づく建築物環境衛

生総合管理業の登録をしていること。 

 (10) 平成31年4月1日以降に，元請として，延床面積5,000平方メートル以上の宮城県内の建築物に

ついての清掃対象面積3,500平方メートル以上の清掃業務実績（ただし，清掃の態様及び頻度

において本件と比して同等以上と認められること。)が、１年以上連続してあること。 

(11) ５年以上の実務経験を有する者又は職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）に基づくビ

ルクリーニング技能士の資格を有する者を業務責任者として常駐配置できること。 

  (12) 社会保険適用事業所であり，保険料等の滞納がないこと。 

 (13) 複数の事業者で構成される団体等においては，構成員が他の団体等の構成員として，又は単 

独により本入札に参加していないこと。尚，団体等での参加申請は，当該団体等が法人として 

上記に掲げた要件を満たす場合に限る。 

   

５ 入札参加者に必要な資格の確認等 

 (1) 本入札の参加希望者は，４に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため，

次に従い，制限付き一般競争入札参加申請書（添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。

以下「申請書類」という。）を提出し，本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認

を受けなければならない。 

 なお，期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた

者は，本入札に参加することができない。 

   ア 申請書類: ① 制限付き一般競争入札参加申請書（別紙） 

          （添付書類） 

          ② 建築物環境衛生総合管理業の登録証の写し 

          ③ 類似清掃業務の実績調書（別添様式１） 

           ※類似清掃業務の契約書（仕様書を含む）の写し又は発注者による業務履行

証明書（様式任意原本）を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出

来ないときは，追加資料の提出を求めることがある。 

          ④ 業務責任者に関する調書（別添様式２） 

                      ※当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。 

          ⑤ 配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書（別添様式２－２） 

※ビルクリーニング技能検定合格証書及び当該被雇用者との雇用関係を証

する書類の写しを添付すること。 

          ⑥ 労働保険概算・確定保険料申告書の写し（直近のもの） 

          ⑦ 健康・厚生年金保険料の領収済通知書又は納入証明書の写し（申請日におい

て納期が到来している直近２回分） 

   イ 提出期間：令和6年10月16日から令和6年11月7日まで（持参の場合は，土曜日，日曜日及び

祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。郵送の

場合は，令和6年11月7日を受領期限とする。） 

   ウ 提出場所：〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

          仙台市財政局財政部契約課物品契約係  電話022-214-8124 

   エ 提出方法：持参又は配達証明付き書留で郵送すること。 

          なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。 
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 (2) 入札参加者に必要な資格の確認は，上記の提出期限の日以後，本市の審査により行うものと

し，その結果は令和6年11月19日までに通知する。なお，本入札への参加資格があると認められ

た者に対しては本入札に係る「制限付き一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。 

 (3) 上記(2)に示す「制限付き一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても，開

札が終了するまでは，入札を辞退することができる。入札を辞退するときは，辞退届（任意様

式）を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者

が入札室内で辞退届を提出した場合は，即時に入札室を退室すること。また，当該入札の辞退

を表明している入札書を投函した場合（辞退届その他の書類を投函した場合も含む。）は，無

効の入札書を投函したものとみなす。 

 

６ 仕様書に対する質問 

 (1) 本入札の参加希望者で，別添仕様書等に対する質問（見積に必要な事項に限る。）がある場

合は，次に従い提出すること。 

   ア 提出書類：質疑応答書（別添様式。質問事項を記載すること。） 

   イ 提出期間：５(1)イに同じ。 

   ウ 提出場所：５(1)ウに同じ。 

   エ 提出方法：５(1)エに同じ。 

 (2) (1)の全ての質問に対する回答は，令和6年11月19日までに，本入札説明書を公開しているホ

ームページ内に掲載する。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

 (1) 日 時：令和6年11月26日 13時30分 

         ただし，郵便による入札の受領期限は令和6年11月25日とする。 

 (2) 場 所：〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

        仙台市財政局財政部契約課入札室 

         ただし，郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」と

すること（住所は上記に同じ）。 

 なお，事前に電話連絡をしたうえで郵送すること（電話番号022-214-8124）。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

 (1)入札保証金：免除 

 (2)契約保証金：契約金額の10分の1以上とする。 

 

９-１ 入札及び開札方法等 

 (1) 入札書は持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）すること。電報，電話その他の方

法による入札は認めない。 

 (2) 入札参加者又はその代理人は，仕様書，図面及び契約書案並びに規則を熟知の上，入札をし

なければならない。 

 (3) 入札参加者又はその代理人は，本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはでき

ない。 

 (4) 入札室には，入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以下「入札

関係職員」という。）及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし，
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入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認めることがある。 

 (5) 入札参加者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室することができな

い。 

 (6) 入札参加者又はその代理人は，入札室に入室しようとするときは，入札関係職員に制限付き

一般競争入札参加資格認定通知書（５の手続きにより本市から交付を受けたもので，写しによ

ることができる。）及び身分を確認できるもの（マイナンバーカード，自動車運転免許証，会

社発行の写真付き身分証等ですべて原本）並びに代理人をして入札させる場合においては入札

権限に関する委任状（別添様式によること。）を提示又は提出しなければならない。 

 (7) 入札参加者又はその代理人は，入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合

のほか，入札室を退室することができない。 

 (8) 入札室において，次の各号の一に該当する者は，当該入札室から退去させるものとする。 

   ア 公正な競争の執行を妨げ，又は妨げようとした者 

   イ 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るため連合をした者 

 (9) 入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限

る）は，別添様式による入札書を作成し，提出すること。なお，入札書には，次の事項を記載

すること。 

   ア 件名（仙台市博物館清掃業務委託） 

   イ 入札金額（総額（課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き））    

     ウ  日付（持参の場合は入札日を，郵送の場合は発送日を記入すること。） 

   エ 宛て先（「仙台市長」と記入すること。） 

   オ 入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号） 

   カ 入札者氏名及び押印。ただし，押印を省略する場合は，本件責任者及び担当者の部署名，

氏名及び連絡先を記入すること。 

 (10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，日本国通

貨による表示に限る。 

 (11) 持参による入札の場合においては，入札書を封筒に入れ，かつ，その封皮に入札参加者の氏

名（法人にあっては，その名称又は商号），件名及び入札日を表記し，７(1)に示した日時に，

７(2)に示した場所において提出しなければならない。 

 郵便による入札の場合においては，二重封筒とし，表封筒に入札書在中の旨を朱書きし，入

札書を入れて密封した中封筒及び制限付き一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ，７

(1)に示した受領期限までに，７(2)に示した場所に到達するよう郵送（配達証明付き書留郵便

に限る。）しなければならない。なお，この場合，中封筒の封皮には，上記の持参による入札

の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。 

 (12) 入札金額は，一切の諸経費（ただし，仕様書において発注者が負担することとしているもの

を除く。）を含めて見積もった金額とすること。 

 (13) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額（契約予

定金額）とするので，入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を

受任している者に限る）は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，

見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入

札書に記載すること。 

 (14) 入札書及び委任状は，ペン又はボ－ルペンを使用すること（えんぴつ等の容易に消去可能な
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筆記用具は使用しないこと）。 

 (15) 入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限

る）から提出された書類を本市の審査基準に照らし，採用し得ると判断した者のみを落札決定

の対象とする。 

 (16) 入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限

る）は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをすることができない。 

 (17) 入札執行主務者は，入札参加者又はその代理人が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合

で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札参加者又は

その代理人を入札に参加させず，又は当該入札を延期し，若しくはこれを取りやめることがで

きる。 

 (18) 開札は，入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において，入札参

加者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会

わせてこれを行う。 

 (19) 開札をした場合において，入札参加者又はその代理人（入札権限に関する委任状により入札

権限を受任している者に限る）の入札のうち予定価格以下の入札がないときは，直ちに，再度

の入札を行うことがある。ただし，郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお，再度の入

札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合，辞退届の提出は不要とする。 

 

９-２ 価格内訳書 

 (1) 入札参加者又はその代理人は，持参による入札の場合においては，入札時に価格内訳書（別

添様式３）を必ず持参すること。また，郵便による入札の場合においては，郵送時に価格内訳

書（別添様式３）を必ず同封すること（郵送の方法については，９-１(11)を参照すること）。

なお，必要事項（入札参加者の氏名（法人にあっては，その名称又は商号），件名，費目ごと

の内訳，合計金額）をもれなく記入しておくこと。各費目の内容や区分方法などの詳細につい

ては，国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」を参考とすること。 

 (2) 入札に際し, 「清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱（平

成31年3月14日財政局長決裁）」第7条による調査基準価格を下回る額の入札をした者に対し，

開札後に直ちに価格内訳書の提出を求める。なお，直ちに価格内訳書を提出しない場合（郵便

による入札の場合は，価格内訳書が同封されていない場合）又は入札書の入札金額と価格内訳

書の合計金額とが一致しない場合は，その入札書は無効とする。 

 (3) 価格内訳書は返却しない。 

 

10 入札の無効 

  次の各号の一に該当する入札書は無効とし，無効の入札書を提出したものを落札者としていた場

合には落札決定を取り消す。 

 なお，本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても，開札時点において，

４に掲げる資格のないものは，入札参加者に必要な資格のない者に該当する。 

 (1) ４に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書 

 (2) 要綱第４条第１項の規定により，入札参加資格を失った者の提出した入札書 

 (3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書 

 (4) 入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）並びに入札者氏名の記載のな

い又は判然としない入札書 
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 (5) 代理人が入札する場合は，入札参加者本人の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）並

びに入札者氏名（代理人の氏名）の記載のない又は判然としない入札書 

 (6) 件名又は入札金額の記載のない入札書（「０円」または「無料」等の記載は入札金額の記載

のない入札書とみなす。） 

 (7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書 

 (8) 入札金額の記載が不明確な入札書 

 (9) 入札金額を訂正した入札書 

 (10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書 

 (11) ７(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 

 (12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書 

(13) 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出し

た入札書 

 (14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）」に違反し，価

格又はその他の点に関し，明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入

札書 

 (15) 低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札をした者が，開札後直ちに価格内訳書を提出し

ない場合の入札書 

 (16) 低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札をした者が，開札後直ちに価格内訳書を提出し

た場合において、入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額とが一致しない場合の入札書 

 (17) 当該入札の辞退を表明している入札書（辞退届その他の書類を投函した場合も含む。） 

 (18) その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

11 落札者の決定方法等 

 (1) 有効な入札書を提出した者であって，予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を

落札者と決定する。ただし，決定にあたっては，低入札価格調査制度（３-２に示す関係要綱及

び要領に基づく。）を適用し，設定した調査基準価格を下回る入札が行われたときは，決定を

保留し，低入札価格調査を実施する。調査の結果，当該最低入札価格によっては，当該契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ，かつ，当該最低価格入札者と契約を

締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め

られるときは，当該最低価格入札者を落札者としないものとする。その場合においては，予定

価格以下で最低入札価格に次いで低い価格（以下「次順位価格」という。）が調査基準価格以

上の価格であるときは，当該次順位価格の入札者を落札者と決定し，次順位価格が調査基準価

格を下回る価格であるときは，同様に調査を行う。調査の結果，次順位価格の入札者を落札者

と決定しない場合においては，次順位価格から順に低い価格の入札者について同様の手続きを

行う。  

 (2) 予定価格以下で，かつ調査基準価格以上であって最低価格である同価格の入札をした者が２

人以上あるときは，直ちに，当該入札者（入室していた代理人を含む）にくじを引かせて落札

者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出席しない者又は入札室でくじを引かな

い者があるときは，当該入札執行事務に関係のない本市職員を入室させ、これらの者に代わっ

てくじを引かせて落札者を決定する。くじ引きの辞退は，これを認めない。   

 (3) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があったときは，速

やかに落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに当該請求を行った入札
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者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合において

は，無効とされた理由）を，当該請求を行った入札者に書面により通知する。 

(4) 落札者が，規則第14条で定める期日まで，契約書の取交わしをしないときは，落札の決定を

取り消す。 

 

12 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い 

  開札日から落札決定までの間に，次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは，当

該入札を無効とする。落札決定後，契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当すること

となったときは，当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより，落札候補者又

は落札者に損害が発生しても，本市は賠償する責を負わない。 

 (1) 「４ 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。 

 (2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになっ

たとき。 

 (3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。 

 

13 留保条項 

 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は，事情変更により契約解除をす

ることがある。 

 

14 契約書の作成 

 (1) 落札者は，交付された契約書に記名押印し，交付された日から10日（その期間中に仙台市の

休日を定める条例（平成元年仙台市条例第61号）第１条第１項に規定する休日があるときは，

その日数を除く。）以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし，落札者が遠隔地にあ

る等特別の事情があるときは，その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。 

 (2) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ，確定しないもの

とする。 

 

15 支払いの条件 

  別添契約書案による。 

 

16 契約条項 

  別添契約書案及び規則による。 

 

17 その他必要な事項 

 (1) 入札をした者は，入札後，この入札説明書，契約書案，仕様書，図面，質疑応答書等につい

ての不知又は不明を理由として，異議を申し立てることはできない。 

 (2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については，すべ

て当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。 

  (3) この契約は，地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以

降において，当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は，当該契約を変更又は解

除することがある。また，本市は本契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負

わないものとする。 
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留意事項 

 

 入札説明書本文に記載のとおり，制限付き一般競争入札参加申請時及び入札時には下

記の書類等が必要となります。不備がある場合，失格又は入札無効となる場合がありま

すのでご注意ください。 

なお，制限付き一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。 

 

１ 制限付き一般競争入札参加申請時の提出書類 

□ 制限付き一般競争入札参加申請書 

（添付書類） 

□  建築物環境衛生総合管理業の登録証の写し 

□  類似清掃業務の実績調書（別添様式１） 

※類似清掃業務の契約書（仕様書を含む）の写し又は発注者による業務履行証明書（様

式任意原本）を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出来ないときは，追加資

料の提出を求めることがある。 

□  業務責任者に関する調書（別添様式２） 

※当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。 

□  配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書（別添様式２－２） 

※ビルクリーニング技能検定合格証書及び当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写

しを添付すること。 

□  労働保険概算・確定保険料申告書の写し（直近のもの） 

□  健康・厚生年金保険料の領収済通知書又は納入証明書の写し（申請日において

納期が到来している直近２回分） 

 

 

２ 入札時の必要書類等（持参の場合） 

□ 制限付き一般競争入札参加資格認定通知書（写し可）  

□ 身分を確認できるもの 

 （マイナンバーカード，自動車運転免許証，会社発行の写真付き身分証明書等。

ただし，原本に限る。写真付き名刺，健康保険証は不可。） 

□ 代理人が入札する場合は，委任状（本市様式に限る。） 

□ 入札書（本市様式に限る。） 

□ 価格内訳書（別添様式３） 

□ 入札用封筒 



制限付き一般競争入札参加申請書 

 

   令和   年  月  日    

 

（宛て先） 仙 台 市 長 

 

 

申請人住所 

商号又は名称 

氏 名                     印※ 

電 話 番 号 

 

 

 

役務の名称（件名）                                  

 

 

上記の案件に係る制限付き一般競争入札に参加したいので，申請します。 

なお，本申請書のすべての記載事項については，事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

 

（注）申請は，原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし，競争入札参加資格申請時（登録時）において，支店

長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は，受任者名で申請してください。 

 

 

 

 

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること 

 

本件責任者  部署名（任意）         氏名         電話         

 

本件担当者  部署名（任意）         氏名         電話         

                                        Email：                                



別添様式 

質 疑 応 答 書 
 
    件名   
  
 
         
   整理番号         

  （仙台市記入欄）         
  

質  問  事  項 
 

回     答（仙台市記入欄） 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
注１ この質疑応答書は，仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にの

み提出して下さい。 

注２ 提出期間を過ぎた場合は，受理しません。 

注３ 回答は，入札説明書に記載する期限までに，仙台市ホームページに掲載します。 



　令和　　年　　月　　日

●入札参加業務委託件名

●業務実績

業務名

発注者

業務場所

契約金額

期　間

階数 延床面積 　　　㎡

階数 清掃面積 　　　㎡

回　数 回　数

　　／日 　　／月

　　／日

　／日

　　　／日 　　／月

　　　／日 　　／月

　　　／日 　　／月

　　　／日 　　／年

　　　／日

　　／年

　　　／日

　　　／日

　（注１）床材については「Ｐタイル」「カーペット」などと、清掃内容については「掃除機による除塵」「研磨機洗浄」「水拭
き」「ワックス塗布」など、具体的作業が分かるよう記載すること。また、清掃のサイクルについて必ず記載すること。

（別添様式１）

　

　

その他
　

商号又は名称

氏　　　　名

　

　　　　　　年　　　　月　　　　　日　　　～　　　　　年　　　　月　　　　日

入札参加業務委託件名

建物周り 　

事務室
　

　

業務内容

　 ／月
　

　

　

トイレ

床　　材 日常清掃内容

　

住　　　　所

会議室
　

窓ガラス

（契約期間総額）

定期清掃内容

廊下・階段 　 　

清掃箇所

類 似 清 掃 業 務 の 実 績 調 書

業務対象
建物概要

建物概要 地上　  　階/地下  　　階

清掃範囲 地上　  　階/地下　  　階



　　令和　 　年　　 月　　 日

●入札参加業務委託件名

入札参加業務委託件名

●配置予定業務責任者

業務責任者氏名 生年月日

資　　格
資格取得
年月日

入社年月日 雇用形態

実績業務件名

対象建物規模

従事期間

実績業務件名

対象建物規模

従事期間

実績業務件名

対象建物規模

従事期間

　（注１）業務責任者はビルクリーニング技能士の資格を有する者が兼ねることができる。

　（注２）必要がある場合は，本様式を複写して使用すること。

　（注３）配置予定業務責任者が入札参加申請者の被雇用者であることを証する書類を添付すること。

　　　地上　　　階／地下　　　階　　延床面積　　　　　　㎡

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　地上　　　階／地下　　　階　　延床面積　　　　　　㎡

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　　年　　　月　　　日

業務内容

3

業務内容

1

主な業務経歴

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　　年　　　月　　　日

業務内容

2

　　　地上　　　階／地下　　　階　　延床面積　　　　　　㎡

(別添様式２)

業 務 責 任 者 に 関 す る 調 書

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名



令和　　年　　月　　日

●入札参加業務委託件名

●配置予定ビルクリーニング技能士

氏　　名

その他の資格

入社年月日

　（注１）ビルクリーニング技能検定合格証書の写しを添付すること。

　（注２）配置予定ビルクリーニング技能士が，入札参加申請者の被雇用者であることを証する
　　　　　書類を添付すること。

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　年　　　月　　　日

　地上　　　階／地下　　　階　　延床面積　　　　　㎡

3

実績業務件名

対象建物規模

履行期間

主な業務経歴

(別添様式２－２）

業務内容

履行期間

業務内容

　地上　　　階／地下　　　階　　延床面積　　　　　㎡

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　月　　日

　　　　　年　　月　　日

業務内容

実績業務件名

対象建物規模

1

　地上　　　階／地下　　　階　　延床面積　　　　　㎡

　　　年　　　月　　　日　～　　　　　年　　　月　　　日

ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ技能士
資格取得年月日

資格取得年月日

雇用形態

配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名

2

実績業務件名

対象建物規模

履行期間

入札参加業務委託件名



　　　　　　名称又は商号

業務委託件名

単位：円

直接人件費

直接物品費

業務管理費

一般管理費

合計（入札金額）

(別添様式３)

価　　格　　内　　訳　　書

（価格内訳書について）

(1)　入札参加者又はその代理人は，持参による入札の場合においては，入札時に
　　この価格内訳書を必ず持参すること。また，郵便による入札の場合においては，
　　郵送時にこの価格内訳書を必ず同封すること。なお，必要事項（名称又は商号，
　　件名，費目ごとの内訳，合計金額）をもれなく記入しておくこと。各費目の
　　内容や　区分方法などの詳細については，国土交通省大臣官房官庁営繕部作成
　　「建築保全業務積算基準」を参考とすること。

(2)　入札に際し,「清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札
    価格調査要綱（平成31年3月14日財政局長決裁）」第7条による調査基準価格を
    下回る額の入札をした者に対し，開札後に直ちに価格内訳書の提出を求める。
    なお，直ちに価格内訳書を提出しない場合（郵便による入札の場合は，価格内
    訳書が同封されていない場合）又は入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額
    が一致しない場合は，その入札書は無効とする。

(3)　価格内訳書は返却しない。



百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

（宛て先）

様

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

本件担当者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

会社（商店）名

入 札 者 氏 名 印※

上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧

のうえ，仙台市契約規則を守り入札します。

年 月 日

注：入札金額は契約希望金額から消費税（相当）額を除いた金額

入 札 書

件名

入札金額



百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

（宛て先）

様

注：入札金額は契約希望金額から消費税（相当）額を除いた金額

入 札 書

件名 　　　○○○○○○○○業務委託

入札金額 ￥ 1 2 3 4 5 0 0 0

上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧

のうえ，仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日令和〇

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

本件担当者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

仙台市長

会社（商店）名 〇〇〇〇株式会社

入 札 者 氏 名 代表取締役　〇〇 〇〇 印※

記載例（本人の場合）

競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者（受任者の登載がある場合は受任者）名で入札を行う場合。

支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。

支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。

印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した

「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者

及び担当者欄を記入します。



百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

（宛て先）

様

（注）委任を受けて入札する場合には，受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

本件担当者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

仙台市長

会社（商店）名 〇〇〇〇株式会社

入 札 者 氏 名 　□□　□□ 印※

上記の金額で請負（供給）したいので，関係書類を熟覧

のうえ，仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日令和〇

注：入札金額は契約希望金額から消費税（相当）額を除いた金額

入 札 書

件名 　　　○○○○○○○○業務委託

入札金額 ￥ 1 2 3 4 5 0 0 0

記載例（代理人の場合）

委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。

委任状で代理人と定められた者の氏名

委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄

を記入します。（委任状の使用印鑑欄も空欄とします。）



　　　　　　年　　　　月　　　　日

住所

委任者

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印※１

件名

使 用 印 鑑

※１ 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

本件担当者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

※２ 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委　　任　　状

　私は、　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め、　　　　　　年　　　　月　　　　日

記

受任者は次の印鑑を使用します。※２

仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　様



　　令和〇年　　〇月　　〇日

委任者　　　　　　　　　　〇〇〇〇株式会社

件名　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託

使 用 印 鑑

※１ 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

本件担当者　　部署名（任意）　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　電　話　　　　　　　．

※２ 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委　　任　　状

　私は、　□□ □□　を代理人と定め、　　令和〇年　〇月　〇日

記

受任者は次の印鑑を使用します。※２

仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

　　仙台市長　　　　　様

　　　　　　　　　氏名　　代表取締役　〇〇 〇〇　　　印※１

　　　　　　　　　住所　　仙台市□□区△△■丁目■－■

□
□

記載例

競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者（受任者の登載がある場合は

受任者）名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

印は、この委任状で入札に関する委任を受

けた者（実際に入札に参加する者）の私印を

押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の

責任者及び担当者欄を記入します。



（第 5-1-4 号様式（経常業務用）： R02-10 版） 

 

 

契 約 番 号      

第      号 

 

１ 委託業務名                             

 

２ 履 行 期 間           年  月  日から 

             年  月  日まで 

 

３ 業務委託料 

 

  （うち取引に係る消費税 

      及び地方消費税額） 

 

４ 契約保証金                                 

 

上記業務について，仙台市（以下「発注者」という。）と，消費税及び地方消費税に係る 

     税業者                     （以下「受注者」という。） 

は，各々の対等な立場における合意に基づいて，上記記載事項及び次の条項により公正な委託契

約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し，当事者記名押印の上，各自１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

発 注 者    住所 

           氏名                         印 

 

受 注 者    住所 

           氏名                         印 

 

 

業 務 委 託 契 約 書 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

印 紙 

 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

課 

免 

【案】 
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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は，この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき，仕様書に従い，日

本国の法令を遵守し，この契約（この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下

同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は，契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期

間」という。）内に完了し，発注者は，その業務委託料を支払うものとする。 

３ 発注者は，その意図する業務を完了させるため，業務に関する指示を受注者に対して行うことが

できる。この場合において，受注者は，当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 受注者は，この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と

受注者との協議がある場合を除き，業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定

めるものとする。 

５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。 

６ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。 

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めがある

場合を除き，計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。 

８ この契約書及び仕様書における期間の定めについては，民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法

（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては，日本国の裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。 

（定義） 

第１条の２ この契約書において「遅延損害金約定利率」とは，契約締結日における，政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定

する率をいう。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める指示，催告，請求，通知，報告，申出，承諾，質問，回答及び解除（以

下「指示等」という。）は，書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない事情がある場合には，発注者及び受注者は，前項に

規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において，発注者及び受注者は，既に行った指

示等を書面に記載し，７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は，この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは，当該協議の内容

を書面に記録するものとする。 

（業務履行計画表等の提出） 

第２条の２ 受注者は，この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表，業務担当者届

及び着手届を作成し，発注者に提出しなければならない。ただし，発注者がその必要がないと認め

るときは，この限りでない。 

２ 発注者は，必要があると認めるときは，前項の業務履行計画表を受理した日から７日以内に，受

注者に対してその修正を請求することができる。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において，発注者は，

必要があると認めるときは，受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ

の場合において，第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え

て，前２項の規定を準用する。 
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４ 業務履行計画表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな

い。ただし，第５号の場合においては，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に

寄託しなければならない。 

 一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行，発注者が確実と認

める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184

号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）

は，業務委託料の 10 分の１（仙台市契約規則（昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」とい

う。）第 20 条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額）以

上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は，当該保証は第 33 条

第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により，受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは，当該保証は

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第４号又は第５号に掲げる保証を付

したときは，契約保証金の納付を免除するものとする。 

５ 業務委託料の変更があった場合には，保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の１（規則第 20 条

第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額）に達するまで，発

注者は，保証の額の増額を請求することができ，受注者は，保証の額の減額を請求することができ

る。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならな

い。ただし，あらかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

（秘密の保持） 

第５条 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  

（個人情報の保護） 

第６条 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約による事務を処理するための個人情

報の取扱いに当たっては，個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。 

２ 受注者は，この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。  

３ 受注者は，その使用する者に対し，在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知

り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないことなど，個人情

報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

４ 受注者は，この契約による事務に係る個人情報の漏洩，滅失，改ざん及びき損の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者は，この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは，当該事務を処理す
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るために必要な範囲内で，適正かつ公正な手段により収集しなければならない。  

６ 受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務に関して知り得た個人

情報を当該事務を処理するため以外に使用し，又は第三者に引き渡してはならない。  

７ 受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務を処理するために発注

者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。 

８ 受注者は，この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし，第７条第１

項ただし書の規定にかかわらず，発注者の特別の承諾があるときを除き，第三者に取り扱わせては

ならない。 

９ 受注者は，この契約による事務を処理するために発注者から貸与され，又は受注者が収集し，若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を，この契約の終了後直ちに発注者に返還し，又は引

き渡すものとする。ただし，発注者が別に指示したときは，当該方法によるものとする。 

10 受注者は，前項までに違反する事態が生じ，又は生じるおそれがあることを知ったときは，速や

かに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し，又は解除された後にお

いても同様とする。 

（再委託の禁止） 

第７条 受注者は，業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし，業務の一部（主

たる部分を除く。）について事前に書面で申請し，発注者の書面による承諾を得た場合は，この限

りでない。 

２ 受注者は，仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。

以下この条において「指名停止要綱」という。）による指名停止（同要綱別表第 21 号によるものを

除く。）の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし，発注者がやむ

を得ないと認め，前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。 

３ 第１項ただし書きの規定にかかわらず，受注者は，指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期

間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「暴力団等排

除要綱」という。）別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を，この契約に関連する契約

（下請契約，委任契約，資材又は原材料の購入契約その他の契約で，この契約に関連して締結する

契約をいう。次項において同じ。）の相手方とすることができない。 

４ 発注者は，受注者に対して，この契約に関連する契約の相手方につき，その商号又は名称その他

必要な事項の通知を請求することができる。 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第

三者の権利（以下本条において「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使用すると

きは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその履行方法を指

定した場合において，仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を

知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（業務関係者に対する措置請求） 

第９条 発注者は，受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不

適当と認められるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべ

きことを請求することができる。 

（履行報告） 

第 10 条 受注者は，仕様書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなければ

ならない。 
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（貸与品等） 

第 11 条 発注者が受注者に貸与し，又は支給する業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）

の品名，数量，引渡場所及び引渡時期は，仕様書に定めるところによる。 

２ 受注者は，貸与品等の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者に借用書又は

受領書を提出しなければならない。 

３ 受注者は，仕様書に定めるところにより，業務の完了，仕様書の変更等によって不用となった貸

与品等を発注者に返還しなければならない。 

（業務内容の変更） 

第 12 条 発注者は，必要があると認めるときは，業務内容を変更することができる。この場合におい

て，発注者は，必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（業務の一時中止） 

第 13 条 発注者は，必要があると認めるときは，業務の中止内容を受注者に通知して，業務の全部又

は一部を一時中止させることができる。 

２ 発注者は，前項の規定により業務を一時中止した場合において，必要があると認められるときは

履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加

費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第 14 条 受注者は，その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することがで

きないときは，その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができ

る。 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第 15 条 発注者は，特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは，履行期間の短縮変更を

受注者に請求することができる。 

２ 発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは，業務委託料を変更し，又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更方法） 

第 16 条 履行期間の変更については，発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし，協議

開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

（業務委託料の変更方法等） 

第 17 条 業務委託料の変更については，発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし，協

議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

２ この契約書の規定により，発注者が費用を負担し，又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額

については，発注者と受注者とが協議して書面により定める。 

（臨機の措置） 

第 18 条 受注者は，業務を行うに当たり，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置

をとらなければならない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ

発注者の意見を聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りで

ない。 

２ 前項の場合においては，受注者は，そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければなら

ない。 
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（一般的損害等） 

第 19 条 業務の完了前に，業務を行うにつき生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）について

は，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生

じたものについては，発注者が負担する。 

（検査） 

第 20 条 受注者は，業務を完了したときは，遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければな

らない。 

２ 発注者は，前項の業務完了届を受理したときは，その日から 10 日以内に業務の完了を確認するた

めの検査を完了しなければならない。 

３ 受注者は，業務が前項の検査に合格しないときは，直ちに履行して発注者の再度の検査を受けな

ければならない。この場合において，履行の完了を業務の完了とみなして前２項の規定を適用する。 

（業務委託料の支払い） 

第 21 条 受注者は，前条第２項の検査（同条第３項において適用する場合を含む。）に合格したとき

は，業務委託料の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を

支払わなければならない。 

（区分払） 

第 22 条 受注者は，発注者が業務の性質上必要があると認めるときは，別記内訳書の区分に応じて業

務委託料を請求することができる。 

２ 前２条の規定は，前項の規定による請求の場合に準用する。 

（発注者の任意解除権） 

第 23 条 発注者は，業務が完了するまでの間は，次条又は第 25 条の規定によるほか，必要があると

きは，この契約を解除することができる。 

２ 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除した場合において，受注者に損害を及ぼしたときは，

その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第 24 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催

告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，こ

の限りでない。 

一 正当な理由なく，業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められ  

るとき。 

三 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達成するこ

とができないと認められるとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 25 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

一 第４条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。 

二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 

三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意
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思を明確に表示した場合において，受注者が既に業務を完了した部分（以下「既履行部分」とい

う。）のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

五 業務の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を

した目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期を経過したと

き。 

六 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告をしても契

約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。 

イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

54 号。以下「独占禁止法」という。）第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。  

ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第１項に規定する課徴金の納付命令が確定したと

き。 

ハ 受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が，刑法（明治 40 年法律第

45 号）第 96 条の６の規定による刑に処せられたとき。 

八 第 28 条又は第 29 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九 暴力団（暴力団等排除要綱第２条第３号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

（暴力団等排除要綱第２条第４号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関

与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

十 受注者（受注者が共同企業体であるときは，その代表者又は構成員。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するとき。 

イ 受注者の代表役員等（暴力団等排除要綱別表第１号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。）

又は一般役員等（暴力団等排除要綱別表第１号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。）が

暴力団員若しくは暴力団関係者（暴力団等排除要綱第２条第５号に規定する暴力団関係者をい

う。以下同じ。）であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に

参加していると宮城県警察本部（以下「県警」という。）から通報があり，又は県警が認めた

とき。 

ロ 受注者（その使用人（暴力団等排除要綱別表第２号に規定する使用人をいう。）が受注者の

ために行った行為に関しては，当該使用人を含む。以下この号において同じ。），受注者の代

表役員等又は一般役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正な利益を図り，又は第三者に損

害を与える目的をもって，暴力団等（暴力団等排除要綱第１条に規定する暴力団等をいう。以

下同じ。）の威力を利用していると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。 

ハ 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営

に関与していると認められる法人等に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど積極

的に暴力団の維持運営に協力し，若しくは関与していると県警から通報があり，又は県警が認

めたとき。 

ニ 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等と社会的に非難される関係を有し

ていると県警から通報があり，又は県警が認めたとき。 

ホ 受注者，受注者の代表役員等又は一般役員等が，暴力団等であることを知りながら，これを

不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり，又は県警が認めたとき。 

ヘ イからホに掲げるものを除くほか，受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同

項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり，若しくは県警が認めたとき。 
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ト イからヘに掲げるものを除くほか，受注者が仙台市暴力団排除条例（平成 25 年仙台市条例第

29 号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴

力団員等に該当すると県警から通報があり，若しくは県警が認めたとき。 

チ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからトまでの

いずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。 

リ 受注者が，イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（チに該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは，発注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（暴力団等排除に係る報告義務） 

第 27 条 受注者は，この契約の履行に当たり暴力団等（仙台市暴力団排除条例第２条第３号に規定す

る暴力団員等を含む。以下この条において同じ。）から不当介入（暴力団等排除要綱第２条第６号

に規定する不当介入をいう。以下同じ。）を受けたときは，速やかに所轄の警察署への通報を行い，

捜査上必要な協力を行うとともに，発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等（暴力

団等排除要綱第７条第２項に規定する下請負人等をいう。）が暴力団等から不当介入を受けたとき

も同様とする。 

（受注者の催告による解除権） 

第 28 条 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，

その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限り

でない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 29 条 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。 

一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。  

二 発注者がこの契約に違反し，その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。  

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第30条 第 28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，

受注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除の効果） 

第 31 条 この契約が解除された場合には，第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅す

る。 

２ 発注者は，前項の規定にかかわらず，この契約が解除された場合において，既履行部分があると

認めるときは，既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合，発注者

は，当該既履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」という。）を受注者に支払

わなければならない。 

３ 前項に規定する既履行部分委託料は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の

日から 14 日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

（解除に伴う措置） 

第 32 条 受注者は，この契約が業務の完了前に解除された場合において，貸与品等があるときは，当

該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品等が受注者の故意
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又は過失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に

代えてその損害を賠償しなければならない。 

２ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者及

び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 33 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，業務委託料の 10 分

の１に相当する額（規則第 20 条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定める基

準による額）を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。  

一 第 24 条又は第 25 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 業務の完了前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事由によっ

て受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２号に該当する場合とみなす。  

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において，破産法（平成 16 年法律第 75 号）

の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において，会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において，民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみな

される場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し，発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は，業務委託料の額につき，

遅延日数に応じ，遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。 

６ 第２項各号に定める場合（第 25 条第７号，第９号並びに第 10 号の規定により，この契約が解除

された場合を除く。）において，第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提

供が行われているときは，発注者は，当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することがで

きる。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第 34 条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，この限りでない。  

一 第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 第 21 条第２項（第 22 条第２項において準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払

いが遅れた場合において，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延損害金約定利率の

割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 
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（損害賠償の予定） 

第 35 条 受注者は, 第 25 条第７号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず，又は

発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の２に相当す

る額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置

命令の対象となる行為が独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和 57 年６月 18 日

公正取引委員会告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には，

この限りでない。 

２ 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ，既に当該共同企業体が解散していると

きは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求を

することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯

して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合に

おいて, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害

賠償金を支払った後に，実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとな

った場合においても，同様とする。 

（賠償金等の徴収） 

第 36 条 受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな

いときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払い

の日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき業務委託料と

を相殺し，なお不足があるときは追徴することができる。 

２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で

計算した額の延滞金を徴収するものとする。 

（契約外の事項） 

第 37 条 この契約書に定めのない事項については，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 



（長期継続契約特約：H24-09 版） 

【特約条項】長期継続契約特約 

 

 

この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。 

 

（長期継続契約） 

第１条 この契約は地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約である。 

（予算の減額等による契約変更等） 

第２条 発注者は，契約期間中であっても，この契約を締結した翌年度以降において，この

契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は，この契約を変更又は解除することが

できる。 

２ 前項の規定による契約の変更又は解除により，受注者が損害を受けた場合であっても，

発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。 

 

 

 

 

 



支 出 内 訳 書 

 

業務名：  仙台市博物館清掃業務   

令和７年１月～令和７年１２月分（支払回数１２回） 

 

期   間 

 

 

金    額 

 

 

備   考 

 

令和７年 １月分 
 

      円 

 

 

    ２月分 
 

      円 

 

 

    ３月分 
 

      円 

 

 

     ４月分 
 

      円 

 

５月分 
 

      円 

 

    ６月分 
 

      円 

 

 

    ７月分 
 

      円 

 

 

    ８月分 
 

      円 

 

 

    ９月分 
 

      円 

 

 

    １０月分 
 

      円 

 

 

    １１月分 
 

      円 

 

 

    １２月分 
 

円 

 

 

計 
 

       円 

 

 

【備考】 

（１）業務委託料は，その総額（契約金額）を上記のとおり支払うものとする。 

（２）端数については，初回月分の金額により調整するものとする。 
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仙台市博物館清掃業務委託仕様書 

 

 この仕様書は、仙台市博物館（「以下「館」という。）の清掃業務委託（以下「業務」とい

う。）に適用するものである。 

 

１ 業 務 名  仙台市博物館清掃業務委託 

 

２ 履行場所  仙台市青葉区川内２６番地 仙台市博物館 

（１）敷地面積  １９，７５７．９０㎡ 

（２）建築面積   ５，２８２．８６㎡ 

（３）延床面積  １０，８３３．４８㎡ 

（４）構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階・地上２階 

 

３ 履行期間  令和７年１月１日から令和７年１２月３１日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

４ 業務内容  

（１）清掃箇所及び清掃内容は、別紙「清掃作業基準表」のとおりとする。また、非日常的

な随時清掃、積雪時における除雪作業にも即応するものとする。 

（２）受託者は、効率的かつ迅速に業務を行い、粗漏のないようにする。 

（３）受託者は、業務により生じた廃棄物について、適切に搬出処理する。 

（４）受託者は、業務中の安全管理及び災害防止等に注意し、事故や災害等が発生した場

合に最善の処置ができるよう体制を整えておくものとする。  

（５）受託者は、本仕様書に明記のない場合でも、周囲の関連性から見て必要とされる作

業は、誠実に実施するものとする。ただし、業務内容が専門的で特殊な材料を必要

とするものについては、この限りでない。 

 

５ 業務日及び業務時間 

（１）毎日（年始（１月１日から１月３日、年末（１２月２９日から１２月３１日）及び館  

の施設点検のための全館停電日（１日間。１２月中に予定）を除く）  

（２）業務時間は、原則として午前７時３０分から午後４時３０分までとし、受託者は、

その間に日常清掃（外構等を含む）を行い、かつ、随時清掃等に対応するものとす

る。 

（３）館の業務の都合上、必要があるときは、事前に双方協議のうえ、業務日及び業務時    

間を変更できるものとする。 

（４）館の必要に応じて業務に超過が発生した場合に、清掃作業員の超過勤務にかかる費

の一切は本委託契約金額に含むものとする。  
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６ 清掃作業員 

（１）受託者は、この業務の着手にあたり、業務に従事する者（以下「作業員」といい、そ

の代替要員を含む。）の履歴書（写真含む）各１部を館に提出すること。また、作業

員に変更が生じる場合は、あらかじめ履歴書（写真含む）を添付した「作業員変更

届」を提出し、館の承諾を得なければならない。 

（２）受託者は、善良かつ心身健康で、館の施設の内容及びその他業務上必要な知識並び

に能力を得るための研修を終えた作業員を充てること。 

（３）受託者は、業務が適切かつ円滑に遂行されるよう人員配置をすること。また発注者

が業務の履行確認に基づき業務の改善を要求した場合は、人員配置を含め業務の見

直しを行うこと。 

（４）受託者は、次の事項を作業員に遵守させなければならない。 

  ① 清潔な制服を着用し、名札を付けること。 

  ② 館の規律維持に留意し、来館者及び職員に対し不快感を与えないよう注意すること。 

（５）受託者は、清掃技術の向上を図るため、作業員に種々の研修を行うよう努めなけれ

ばならない。 

（６） 作業員の業務体制は、労働基準法等の法令を遵守したものとしなければならない（１

日の労働時間、超過勤務時間、法定休暇の取得、各種保険等の基準を遵守すること）。 

（７）受託者は、作業員の休暇又は病気等により出勤員数が減少した場合には、常駐する

作業員と同等の要件を満たす代替要員を確保すること。 

 

７ 業務責任者等 

（１）受託者は、この業務の着手にあたり、業務責任者（１名）及び副業務責任者（１名）

を選任し、発注者に届け出なければならない。なお、業務責任者は、受託者と直接

的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。また、業務責任者等に変更が生じ

る場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。 

（２）業務責任者は専任とし、次の業務を担うものとする。 

  ① 常駐し、作業計画の立案作成、作業員の指揮監督及び業務処理を行うこと。 

  ② 業務の履行に関する発注者との連絡調整を行うこと。 

  ③ 作業員に火災等の事故及び建物備品等の損傷を未然に防ぐよう周知徹底を行うこ

と。また、事故があった場合には直ちに館に報告すること。 

④ その他、業務内容を的確に掌握し、本契約の目的達成に必要な事項を行うこと。 

（３）副業務責任者は業務責任者が不在の場合に、これを代行する。 

（４）発注者は、業務責任者に業務の履行に関する指示等を行うことができる。 

 

 

８ 清掃実施計画及び実施報告 

（１）受託者は、この業務の着手にあたり「清掃年間計画表」を館に提出し、館の承諾を

得なければならない。 

（２）受託者は、毎月２５日までに、以下を館に提出し、承諾を得なければならない。 

① 翌月の「業務実施計画書」 
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② 翌月の「作業員の勤務割表」 

（３）受託者は、毎日の業務終了後に「業務日誌」を館に提出し、検印を受けること。 

（４）受託者は、業務が終了したときは、館の確認を受け、業務に不十分な点が認められ

た場合は、業務の補正を行い、館の再確認を受けなければならない。 

（５）受託者は、館の要求があるときは、立会い検査に応じなければならない。 

（６）受託者は、定期的（月１回以上）に業務の履行状況について社内検査を実施し、そ

の結果を館へ報告しなければならない。 

 

９ 清掃業務の作業工程 

（１）清掃業務の作業工程は、原則として別紙「清掃作業基準表」のとおりとする。ただ

し、当該表は、業務の基準を示したものであり、汚れのひどい箇所や日常頻繁に使

用する箇所は、随時必要な清掃を行い、常に清潔な状態を維持すること。 

（２）「清掃作業基準表」中の「日常清掃」とは、日単位、週単位等の短い周期で日常的に

行う作業をいう。同じく「定期清掃」とは、月単位、年単位等の長い周期で定期的に

行う作業をいう。なお、日常清掃中の随時の清掃とは、館の清潔な状態を保つため

自発的又は館の申し出に従い行う清掃をいう。 

（３）「定期清掃」は、休館日に行うこと。ただし、館の業務に支障のない業務については、

この限りではない。 

（４）開館日において、来館者が常時使用する場所（展示室、ロビー、ミュージアムスト

リートなど）の清掃は、原則として開館時間（午前９時）前に終了させること。やむ

を得ず開館時間中に行う場合には、来館者の少ない時間帯に行うこと。 

（５）作業は館の業務に支障のないように、かつ来館者の迷惑とならないように効率的か

つ迅速に行い、常に清潔な状態を保つこと。 

（６）その他、細部についても館と協議のうえ行うこと。 

 

１０ 基本的な清掃方法 

  別紙「清掃作業基準表」に基づき、次の方法で実施すること。 

（１）作業に使用する機械器具、洗剤、薬品、ワックスのほか、トイレットペーパー、水石

鹸等の諸材料（以下「諸材料」という。）は、床及び壁面等を損傷することのないも

の又は環境負荷の少ないもの等、適性で良質なものを用いること。なお、館から使

用ワックス等の指定があった場合はその指示に従うこと。また、作業に使用する機

械器具及び諸材料は、館が指定した場所に置くこと。 

（２）掃き清掃は、真空掃除機又は自在ほうき等適正な用具を使用すること。ロボット掃

除機を使用する場合は、使用場所・使用時間についてあらかじめ館と協議し、館の

承諾を得ること。 

（３）拭き清掃は、モップ・雑巾等適正な用具を使用し、水拭き又は乾拭きとする。水を

使用する場合は、常に清水を用い、汚水を飛散させないように注意すること。 

（４）上記（２）、（３）による床面清掃は、床面の材質に応じ適正な用具で吸塵（除塵）   

した後、必要に応じて水拭き又は乾拭きする。なお、壁面、幅木、パネル等への水の

飛散は、十分に注意すること。 
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（５）カーペット類は、真空掃除機で吸塵し、損傷しないように注意して行うこと。なお、

日常清掃での汚れ、シミ等は、その都度、洗剤等を使用して拭き取ること。 

（６）机、カウンター、棚、電話機等は、除塵した後、水拭き又は乾拭きをすること。 

（７）鏡、ガラス、金属類等は、洗剤等を使用し、くもりのないように磨き出すこと。 

（８）天井、壁面、柱等は、クリーナー、毛ばたき等で除塵すること。汚れのひどい場所

は、洗剤等を使用して拭き取ること。 

（９）紙くず、吸がら、茶がら等は、適切な処置をして指定された場所に集積すること。

なお、入れ物は、常に清潔にしておくこと。 

（10）トイレの清掃は、専用の器材を使用し、一般清掃と兼用しないこと。また、洗面器、

便器、汚物入れ等は、清潔に保持し、特に便器は柄付タワシ等により十分洗浄の上、

消毒・消臭すること。なお、トイレットペーパー及び水石鹸は、良質のものを使用

し、随時補充すること。 

（11）マット類は、泥を取り除き、随時洗浄すること。 

（12）ブラインド、案内板、表示板等は、除塵し、汚れは水拭き又は洗剤を使用し、拭き取

ること。 

（13）屋上・屋外清掃等は、「清掃作業基準表」に記載のとおり行うこと。 

 

１１ 作業中の危険防止、施設設備及び物品等の損傷防止 

（１）高所、通路上における作業の場合には、館の業務に支障をきたさないようにすると

ともに、作業員の転落・掃除用具の落下防止、来館者及び職員の安全を確保するた

めの措置を行うこと。 

（２）作業のため、机・その他の物品を移動するときは、それらの物品、床、壁及び他の物

品等を損傷しないように取り扱い、作業終了後は原状に復すること。 

（３）施設設備及び備品等の事故による損傷を未然に防止するよう努めるとともに、損傷

した場合又は損傷箇所を発見した場合は、直ちに館に連絡すること。 

（４）展示室等の清掃にあたっては、展示資料等に損傷を与えないように細心の注意を払

って行うこと。 

 

１２ 負担区分 

（１）作業員の被服、事務用品、消耗品、作業に使用する機械器具及び諸材料は、すべて

受託者の負担とする。ただし、扉の把手、手摺等の消毒に使用する薬品及びごみ回

収袋は、発注者の負担とする。 

（２）業務遂行上必要な光熱水費、電話及び作業員控室は、発注者の負担とする。 

 

１３ 習熟期間 

受託者は、発注者から指示があった場合、契約締結後から業務開始までの期間に、発

注者の指定する者より業務の引き継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項につい

て習熟しなければならない。この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受託

者は自己の負担と責任において行うものとする。 
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１４ その他 

（１）館が業務を円滑に行うために必要な事項のうち、契約内容の基本的なものは受託者

へ、日常清掃の具体的なものは、直接、業務責任者へ伝達するものとする。 

（２）清掃作業中、館内の施設、設備等に破損又は故障を発見したとき及び館の運営上支

障が生じるおそれのある状況を発見した場合は、直ちに館に連絡の上、その指示を

受けること。 

（３）館内外の落し物や忘れ物を発見した場合には、品物の大小・多少にかかわらず館に

届け出ること。 

（４）不審物を発見した場合は、手を触れず、直ちに館に報告し、館の指示により処理す

ること。 

（５）乳幼児から高齢者まで幅広い年代の利用者及び修学旅行生等の大人数での団体利用

者が訪れる施設のため、体調不良等による嘔吐やお漏らしなどの処理が発生する場

合があり、発生時には速やかに対応すること。また、その際は感染症対策に留意す

ること。 

（６）作業員控室は、常に清潔を保つとともに、喫煙は館の指定する場所で行うこと。 

（７）作業中に災害又は異常事態が発生した場合には、応急処置をとり、直ちに館に連絡

し、その指示を受けること。 

（８）作業員は、館が定める消防計画に基づき、自衛消防隊の一員として活動すること。 

（９）受託者は、この業務の受託にあたり、次の３項目を実施すること。 

  ① 「仙台市環境行動計画」に則り、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物

の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めること。 

  ② 洗剤、石鹸等の水環境等に負荷を与える物質の使用にあたっては、適正量の使用に

努めること。 

③ 使用する用具の調達にあたっては、再生材料の使用や、部品交換が可能な長寿命設  

計であるもの等、環境負荷の低減に努めた製品の優先的な調達（グリーン購入）に

努めること。 

（10）受託者は、委託期間の完了時には、責任を持って業務内容を館の指定する者に引き

継ぐこと。なお、引継に係る費用は、全て受託者の負担とする。 

（11） 本仕様に明記されない事項であっても、業務の遂行上必要なものは誠実に行うこと。 

（12）委託料の支払いについては、月末締めの翌月払いとする。 

（13）この仕様書及び契約書に定めのない事項は、発注者と受託者とが協議のうえ決定す

る。 



面積 47.5 68.8 31.5 37.1 157.1 22.4 62.1 104.2 42.9 39.5 4.0 24.5 113.9

床材 塩ビシート モルタル 磁器タイル カーペット カーペット アスベストタイル ビニールシート 塩ビシート コンクリート

１/隔日 １/隔日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/隔日

☆ ☆ ☆ ☆ １/日 ☆ ☆ ☆ ☆

１/日 1/日

随時

１/日 １/日 １/日 1/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日

１/日

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日

１/日 １/日 ２/日 ２/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 随時 １/日

随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

随時

随時

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月

1/年 １/年 １/年 １/年 １/年 １/年 １/年 １/年 １/年

1/年 1/年 1/年

※執務室（館長室については午前８時まで、事務室・学芸室・会議室の清掃は、午前７時３０分から午前８時３０分
までに行うものとする。

ブラインド

吸殻・ゴミ等収集

排水溝点検・清掃

マ ッ ト・靴拭い清掃

掃き清掃屋
上
・
屋
外

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

天井・壁・柱等の除塵

（清掃）

Ｎｏ．１

事務室 警備室 会議室
書庫Ⅱ

・
書庫Ⅲ

１　　　階

情報
処理室

製作
準備室

荷解室
エレベ
ーター
前通路

作業項目

制御
機械室

工作室

アスベストタイル ビニールシート

廊下

ドライ
エリア
屋外
階段

更衣室館長室

仕切壁・手摺腰壁

扉拭き清掃

清掃作業基準表

日

常

清

掃

定
期
清
掃

カーペットクリーニング

内外部ガラス清掃

排 水 溝 清 掃

照明器具

床　面　洗　浄

床
清
掃

掃き清掃

ゴ　ミ　収　集

扉把手拭き清掃

備品・カウンター等の拭き清掃

鏡・展示ケース拭き等清掃

手摺拭き清掃

ガ
ラ
ス

生 ゴ ミ 処 理

衛 生 陶 器 の 清 掃

流 し 台 清 掃

表示板・案内板の拭き清掃

トイレットペーパー・水石鹸補充

汚　物　処　理

地　　　階

水拭き

乾拭き（モップ）

真空掃除機のみ

フ　ロ　ア

清掃箇所

６



休養室
物置

湯沸室
（２）

面積 12.9 13.3 4.5 12.3 3.3 3.3 13.7 166.6 86.2 21.8 13.1 13.6 119.9

床材 塩ビシート アスベストタイル モザイク 畳ほか タイル フローリング 花崗岩

１/日 １/日 １/日 随時 随時 １/週 随時 随時 随時 １/日

☆ ☆ ☆ ☆ １/週 ☆ ☆ ☆

随時 随時 随時

１/日 １/日 １/日 １/日 随時 随時 随時 随時 随時 １/日

随時

１/日 随時 １/週 随時 随時 随時 １/日

１/日 随時 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 随時 随時 随時 １/日

１/日 随時 １/日

随時

２/日 随時

２/日 随時

１/日 １/日 ２/日 １/日 随時 随時 随時 ２/日

随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月

１/６月 １/６月

１/年 １/年 １/年 １/年

１/年 1/年

※執務室（館長室については午前８時まで、事務室・学芸室・会議室の清掃は、午前７時３０分から午前８時３０分ま
でに行うものとする。

ホール
ホール
控室

鏡・展示ケース拭き等清掃

休養室内

印刷室
乳児

休憩室
湯沸室

（１）
休養室

仕切壁・手摺腰壁

フ　ロ　ア

清掃箇所

水拭き

乾拭き（モップ）床
清
掃

扉拭き清掃

トイレットペーパー・水石鹸補充

汚　物　処　理

真空掃除機のみ

備品・カウンター等の拭き清掃

掃き清掃

表示板・案内板の拭き清掃

扉把手拭き清掃

手摺拭き清掃

ガ
ラ
ス

衛 生 陶 器 の 清 掃

清掃作業基準表

日

常

清

掃

定
期
清
掃

カーペットクリーニング

作業項目

内外部ガラス清掃

排 水 溝 清 掃

流 し 台 清 掃

マ ッ ト・靴拭い清掃

掃き清掃

１　　　階

（清掃）

Ｎｏ．２

カーペット アスベストタイル

ホール
ロビー

・
通路

学芸室調光室 調整室
ロッカ
ー室
（１）

生 ゴ ミ 処 理

ブラインド

床　面　洗　浄

屋
上
・
屋
外

照明器具

吸殻・ゴミ等収集

排水溝点検・清掃

ゴ　ミ　収　集

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

天井・壁・柱等の除塵

７



面積 103.2 107.1 162.3 10.0 34.2 56.4 123.2 43.3 22.4 852.0 10.7 23.0

床材 桧集成材 フローリング アスベストタイル 塩ビシート 花崗岩 花崗岩 塩ビシート アスベストタイル

随時 随時 随時 １/週 １/日

随時 随時 ☆

随時 １/週 １/週 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日

１/日 １/日

１/日 １/週 随時 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日

１/日 随時

１/日 １/日 １/日 １/日 随時 １/日 １/日

１/日

随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月

１/年 1/年

1/年

※ エントランスホールは、ロビー・ロッカー室（2）・傘立てを含む

１/６月水
拭きのみ

アスベストタイル

ホール
舞台

資料
保管室

Ⅰ

情報
資料

センター

特別
閲覧室

排 水 溝 清 掃

（清掃）

Ｎｏ．３

書庫Ⅰ スタジオ
ギャラ
リー

ギャラ
リー
控室

エント
ランス
ホール
（※）

受付・
観覧券
売場

整理
コーナー

屋
上
・
屋
外

清掃作業基準表

１　　　階

日

常

清

掃

定
期
清
掃

カーペットクリーニング

ギャラ
リー

準備室

作業項目

内外部ガラス清掃

カーペット

表示板・案内板の拭き清掃

ブラインド

床　面　洗　浄

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

天井・壁・柱等の除塵

照明器具

汚　物　処　理

流 し 台 清 掃

マ ッ ト・靴拭い清掃

掃き清掃

掃き清掃

ゴ　ミ　収　集

生 ゴ ミ 処 理

吸殻・ゴミ等収集

排水溝点検・清掃

扉把手拭き清掃

備品・カウンター等の拭き清掃

手摺拭き清掃

衛 生 陶 器 の 清 掃

トイレットペーパー・水石鹸補充

ガ
ラ
ス

仕切壁・手摺腰壁

扉拭き清掃

鏡・展示ケース拭き等清掃

フ　ロ　ア

清掃箇所

水拭き

乾拭き（モップ）床
清
掃 真空掃除機のみ

８



面積 1,022.7 39.8 55.6 102.5 23.1 48.5 48.5 3.3 9.0 2.2 60.8

床材 塩ビシート 塩ビシート 塩ビシート 塩ビシート コンクリート アスベストタイル 鉄板 カーペットタイル アスベストタイル

１/日 １/日 随時 随時 随時 随時 １/日 １/隔日

☆ ☆ ☆

１/週

随時

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 1/日

１/日 １/日

１/日 随時 随時 随時 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日 随時

１/日 随時 随時 随時

随時 随時 随時

随時 随時 随時

１／月

随時 随時 随時

随時 随時 随時 随時 随時 随時 １/日 随時

１/６月 １/６月 １/月 １/月 １/月

１/６月

１/６月

１/月 １/月 １/月

１/年 １/年 １/年 １/年

※資料保管室Ⅰ、収蔵庫Ⅰ～Ⅷ、収蔵庫前室、書庫Ⅰ～Ⅲの清掃については、館と協議のうえ行うこと。

流 し 台 清 掃

資料
整理室

備品・カウンター等の拭き清掃

ガ
ラ
ス

仕切壁・手摺腰壁

扉拭き清掃

84.6

汚　物　処　理

フ　ロ　ア

清掃箇所

水拭き

乾拭き（モップ）

照明器具

真空掃除機のみ

扉把手拭き清掃

床
清
掃

掃き清掃

日

常

清

掃

ナラフローリング

生 ゴ ミ 処 理

マ ッ ト・靴拭い清掃

掃き清掃

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

スタッ
フ控室

（1）

手摺拭き清掃

衛 生 陶 器 の 清 掃

トイレットペーパー・水石鹸補充

表示板・案内板の拭き清掃

塩ビシート

収蔵庫
前室

収蔵庫
Ⅵ

収蔵庫
Ⅶ・Ⅷ

収蔵庫
Ⅰ～Ⅴ

清掃作業基準表

収蔵庫
廊下

トイレ
（男）
４室

トイレ
（女）
４室

搬出入
車庫

天井・壁・柱等の除塵

吸殻・ゴミ等収集

鏡・展示ケース拭き等清掃

定
期
清
掃

カーペットクリーニング

作業項目

内外部ガラス清掃

排 水 溝 清 掃

ブラインド

床　面　洗　浄

屋
上
・
屋
外 排水溝点検・清掃

ゴ　ミ　収　集

（清掃）

Ｎｏ．４

ひろび
ろ

トイレ
（１）
１室

来館者
用エレ
ベー
ター

倉庫
（５）
（６）

荷物用
エレ
ベー
ター

１　　　階

９



（清掃）

Ｎｏ．５

来館者
用

来館者
用以外

面積 27.2 3.7 100.0 21.3 78.7 360.0 1,117.2 169.9 221.0 210.9

床材 花崗岩 花崗岩 花崗岩 フローリング ガラス タイル カーペット 花崗岩

１/日 １/日 １/週 １/日 １/日 １/日 １/週 １/日 １/日

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

1/日 １/日 １/日

1/日 1/日 １/日 １/日 １/日 １/日

1/日 1/日 1/日 １/日

１/日 １/日 １/日

１/日

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日

随時

随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月

１/年 １/年

コレク
ション

展示室
Ⅰ

２　　　階

照明器具

衛 生 陶 器 の 清 掃

床
清
掃

天井・壁・柱等の除塵

マ ッ ト・靴拭い清掃

汚　物　処　理

扉拭き清掃

ゴ　ミ　収　集

日

常

清

掃

定
期
清
掃 排 水 溝 清 掃

ブラインド

カーペットクリーニング

内外部ガラス清掃

屋
上
・
屋
外

掃き清掃

床　面　洗　浄

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

排水溝点検・清掃

表示板・案内板の拭き清掃

トイレットペーパー・水石鹸補充

掃き清掃

仕切壁・手摺腰壁

生 ゴ ミ 処 理

吸殻・ゴミ等収集

ガ
ラ
ス

水拭き

扉把手拭き清掃

備品・カウンター等の拭き清掃

流 し 台 清 掃

鏡・展示ケース拭き等清掃

手摺拭き清掃

アスベストタイル

テーマ
展示室

Ⅱ
・

ミニ
シア
ター

総合
展示室

・
特集

展示室

真空掃除機のみ

廊下
（収蔵庫
廊下を
除く。）

総合
展示室
（タッチ
パネル

等）

テーマ
展示室

Ⅰ

乾拭き（モップ）

風除室
３カ所

（警備室
前

以外）

作業項目

清掃作業基準表

その他階段

警備室
前

風除室

正面
階段

１　　　階フ　ロ　ア

清掃箇所

１0



（清掃）

Ｎｏ．６

面積 95.9 586.0 150.3 30.0 890.0 735.0 164.8 30.0 14.0 14.0 4.0 170.7

床材 バークラット
ウレタン塗装

カーペット フローリング 花崗岩 塩ビシート 花崗岩 アスベストタイル

１/日 １/週 １/隔日 １/週 １/週 随時 随時 随時
１/隔日（水拭
きのみ）

☆ ☆ ☆ ☆

随時 １/日 １/日 １/日

１/隔日

１/日 随時 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/隔日

１/日 １/日 １/日

１/日

１/日 1/日 １/日

１/日 随時 随時 随時

１/日 随時 １/日 随時 1/日 １/日 １/日 １/日 １/日

随時 随時 随時

随時 随時 随時

随時 随時 随時

随時 １/日 １/日 随時 随時 随時 １/隔日

随時

随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

１/6月 １/6月 １/月 １/月 １/月 １/６月

１/6月 １/6月 １/６月

１/６月 １/６月 １/６月 １/６月

１/６月 １/６月

１/月 １/月 １/月

1/年 1/年 1/年

　※

塩ビシート

 内外部ガラス清掃のみ

水拭き

扉把手拭き清掃

乾拭き（モップ）床
清
掃

吸殻・ゴミ等収集

花崗岩

清掃箇所

扉拭き清掃

手摺拭き清掃

プレイ
ミュー
ジアム
準備室

コレク
ション

展示室
Ⅱ

掃き清掃

仕切壁・手摺腰壁

企画
展示室

プレイ
ミュー
ジアム

真空掃除機のみ

２　　　階

展示
準備

コーナー

・
廊下

トイレ
（女）
2室

ひろ
びろ
トイレ
（２）
１室

※レスト
ラン
・

厨房
（厨房
倉庫・
トイレ
含む）

※ミュー
ジアム
ショップ

ミュージ
アム

ストリー
ト

トイレ
（男）
2室

ロビー
・

風除室
（売店
部分
除く）

清掃作業基準表

日

常

清

掃

作業項目

トイレットペーパー・水石鹸補充

汚　物　処　理

流 し 台 清 掃

マ ッ ト・靴拭い清掃

屋
上
・
屋
外

天井・壁・柱等の除塵

フ　ロ　ア

定
期
清
掃

カーペットクリーニング

排 水 溝 清 掃

ブラインド

床　面　洗　浄

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

照明器具

※内外部ガラス清掃

ガ
ラ
ス

生 ゴ ミ 処 理

備品・カウンター等の拭き清掃

排水溝点検・清掃

掃き清掃

表示板・案内板の拭き清掃

衛 生 陶 器 の 清 掃

鏡・展示ケース拭き等清掃

ゴ　ミ　収　集

１１



屋上

面積 485.0 46.0 18.0 81.0 76.6 18.4

床材 シート防水 花崗岩 花崗岩 花崗岩 花崗岩・砂利 花崗岩・タイル コンクリート タイル ブロック

随時

随時

随時 随時 １/日 随時 １/日 １/日 １/日 随/休日 随/休日 随/休日

随時 １/日 随/休日

随時 随時 １/日

※ デッキ
ブラシ
または
ポリッシャーで洗浄

屋上

１/６月
 トップ
ライト

４月～
１１月

の間に
６回

アスファ
ルト・ブ
ロック

（清掃）

Ｎｏ．７

テラス
（売店側

・
レストラ
ン側の

一部）※

スロープ

外壁周り
（軒下）

・
外部階段

作業項目

内外部ガラス清掃

床　面　洗　浄

床 面 ワ ッ ク ス 塗 布

日

常

清

掃

定
期
清
掃

汚　物　処　理

カーペットクリーニング

ブラインド

流 し 台 清 掃

清掃作業基準表

屋　外

ブリッジ

フ　ロ　ア

清掃箇所

駐車場
・

通路

職員
出入口・
館長室・
事務室
前砂利

敷
部分

前庭
アプロ
ーチ
広場
（国際

センター
交差点

側）

ゴミ
置場

アプロ
ーチ
広場
（正面

玄関前）

排水溝点検・清掃

掃き清掃

天井・壁・柱等の除塵

屋
上
・
屋
外

衛 生 陶 器 の 清 掃

マ ッ ト・靴拭い清掃

生 ゴ ミ 処 理

照明器具

排 水 溝 清 掃

水拭き

乾拭き（モップ）

鏡・展示ケース拭き等清掃

扉把手拭き清掃

備品・カウンター等の拭き清掃

仕切壁・手摺腰壁

扉拭き清掃

吸殻・ゴミ等収集

床
清
掃

手摺拭き清掃

ガ
ラ
ス

真空掃除機のみ

掃き清掃

ゴ　ミ　収　集

トイレットペーパー・水石鹸補充

表示板・案内板の拭き清掃

１２



（清掃）
Ｎｏ．８

補足説明

１ 日常清掃について

（１）床清掃のうち，水拭きは，真空掃除機で除塵後に行うものとする。乾拭き（モップ）

　　　に☆印があるものについては，定期清掃後の１週間程度は，水拭きの回数に合わせ，

　　　乾拭きのみを行う。

（２）清掃回数に随時とあるのは，トイレの清掃など毎日数回行うものもあれば，ホールな

　　　ど部屋を使用したときだけ行うもの，天井，壁，柱の除塵など埃や汚れを見つけたと

　　　きにだけ行うものなど，使用状況や汚れの状況により，適宜判断して実施する。

（３）通常の作業は，館内外とも手や用具を使用して届く範囲で行うものとする。天井，壁

　　　などの清掃で，高所での作業が必要になり危険が伴う場合は，別途館と協議する。

（４）展示室の清掃には，展示ケース（ガラス部分）の拭き清掃が含まれるが，開館日に

　　　おいては手の届く範囲で行い，届かない範囲は，休館日に用具を使用して清掃する

　　　ものとする。

（５）屋上の清掃，２階ロビー手摺下部のガラス部分の清掃などは，転落や掃除用具の落下

　　　に十分注意を払う。(屋上は床面に高低差があり，梯子を使用しなければならず，手摺

　　　もない。）

（６）除雪の範囲は，アプローチ広場（玄関前），駐車場，車歩道とするが，作業が終了し

　　　ない場合でも，午前９時で終了する。

２ 定期清掃について

（１）実施時期は年間予定表によるが、あらかじめ館と協議すること。

（２）外装ガラス（カーテンウォール部分）の清掃で，正面玄関エントランスホール側の内

　　　面は，飛散防止フィルムを貼付してあるので留意する。

（３）外装ガラス（カーテンウォール部分）の清掃で，高所での作業は，転落や掃除用具の

　　　落下に十分注意する。

３ 屋上・屋外清掃について

（１）屋上清掃は、ゴミ、落葉、土砂等の除去を行うこと。

（２）屋外清掃は、以下の箇所のゴミ、落葉、土砂等の除去を行うこと。

　　　館２階の外壁直下より内側部分（軒下、スロープ、階段、植込、職員出入口等）、

　　　ブリッジ、ゴミ置場、アプローチ広場（玄関前）、駐車場、敷地内車歩道、

　　　前庭アプローチ広場

　　　なお、アプローチ広場（玄関前）、駐車場、敷地内車歩道、前庭アプローチ広場の

　　　清掃は、休日でかつ必要と判断される場合に行うものとする。ただし、館内清掃に

　　　余裕のない場合は、館の承諾を得たうえで行わないことができる。

（３）排水溝は、点検し、ゴミ等を除去するなど、目詰まりを防止すること。

（４）降雪時には、アプローチ広場（玄関前）、敷地内車歩道等の除雪を行うこと。

（５）作業に当たっては、屋外清掃業務の受注者と常に連絡をとり、お互いに協力して

　　　業務が適正に実施できるようにすること。

1３
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（清掃） 

Ｎ０．９ 

 

照 明 器 具 一 覧                 

フロア 場 所 照 明 器 具 形 状 器具数 

地 階 制御機械室 A42×7・A42L×3 １０ 

１ 階 

館長室 F44×9 ９ 

事務室 A423×24・A427×21 ４５ 

警備室 A42×4 ４ 

警備室前風除室 A22L １ 

書庫Ⅱ C41×35 ３５ 

 〃 C42×5 ５ 

更衣室 A42×1・A42L×1 ２ 

情報処理室 A42×6・A42L×3 ９ 

印刷室 A42×1・A42L×1 ２ 

湯沸室 Y41×1・H21×1 ２ 

ホール控室 A42×2・A42L×1 ３ 

学芸室 A42×18・A42L×6 ２４ 

情報資料センター 

特別閲覧室 

G42×26 ２６ 

A42×2 ２ 

収蔵庫Ⅶ A42U×5・A42UL×1 ６ 

収蔵庫Ⅷ A42U×3・A42UL×1 ４ 

収蔵庫前通路 A22U×3・A22UL×3 ６ 

書庫前廊下 A22×11・A22L×8 １９ 

事務室前 〃 A22×5・A22L×4 ９ 

１ 階 

・ 

２ 階 

トイレ（男） 

u05×21 ２１ 

u08×18 １８ 

u058×2 ２ 

トイレ（女） 
u05×33 ３３ 

u08×12 １２ 

ひろびろトイレ u13×4 ４ 
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（清掃） 

Ｎ０．１０ 

 

ブ ラ イ ン ド 一 覧 

フロア 場 所 寸法（Ｗ×Ｈ）（mm） 数量（基） 形 式 

地階 制御機械室 800×2,050   2 横型 スラット巾 25mm 以下 

  〃 1,600×2,050   1      〃 

１階 資料保管室 1,330×2,780   2 横型 スラット巾 25mm 以下 

 資料整理室 1,290×1,980   2 横型 スラット巾 25mm 以下 

 学芸室 2,030×2,030   2 横型 スラット巾 25mm 以下 

  〃 3,050×2,030   1      〃 

 情報資料センター 5,800×3,650   1 竪型 スラット巾 50mm 以下 

 警備室 710×1,980   1 横型 スラット巾 25mm 以下 

  〃 1,000×1,980   1      〃 

 事務室 3,090×2,400   1 横型 スラット巾 25mm 以下 

  〃 2,070×2,400   2      〃 

  〃 3,110×2,400   1      〃 

 調整室 910×1,010   2 横型 スラット巾 25mm 以下 

  〃 2,150×1,010   1      〃 

２階 コレクション展示室前 2,230×4,170   1 横型 スラット巾 35mm 以下 

 企画展示室前ロビー 3,460×4,170   1 横型 スラット巾 35mm 以下 

 プレイミュージアム 5,800×4,350   1 竪型 スラット巾 50mm 以下 

 

  



別紙：仙台市博物館清掃業務  （青葉区川内２６番地内） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市博物館 

アプローチ広場 



 

清掃･警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱 

（平成 31 年３月 14 日財政局長決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，競争入札により締結する建築物の清掃業務又は警備業務（警備業法（昭和 47 年

法律第 117 号）第２条第５項に規定する機械警備業務を除く。）の委託契約（以下「清掃・警備業務

の委託契約」という。）について，最低制限価格の適用及び低入札価格調査を実施することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

 (1) 契約権者 仙台市事務決裁規程（平成元年仙台市訓令第７号）に定める委託契約の締結に係る決

裁権者又は専決権者をいう。 

(2) 入札執行者 入札事務を執行する職員をいう。 

(3) 最低制限価格 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。）第 167 条の 10

第２項（令第 167 条の 13により準用する場合を含む。）の規定により設定する価格をいう。 

(4) 調査基準価格 仙台市契約規則（昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。）第 12条

第６項（規則第 16条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づいて作成する，予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者

により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められる場合の基準となる価格をいう。 

(5) 低価格入札 調査基準価格を下回る入札をいう。 

(6) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。 

(7) 最低価格入札者 調査基準価格を下回り，最低の価格で入札を行った者をいう。 

(8) 低入札価格調査 契約権者等が，低価格入札者に対して，事情聴取，関係機関等への照会等によ

り行う調査をいう。 

(9) 契約事務委員会 仙台市契約事務に関する審査委員会規程（平成６年仙台市訓令第 18 号。以下

「訓令」という。）第１条第１号に規定する契約事務特別委員会，同条第３号に規定する契約事務

青葉区委員会，契約事務宮城野区委員会，契約事務若林区委員会，契約事務太白区委員会及び契約

事務泉区委員会並びに同条第４号に規定する契約事務宮城委員会及び契約事務秋保委員会をいう。 

(10) 契約担当課 財政局財政部契約課，区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。 

 （最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約） 

第３条 契約担当課が発注する予定価格 1,000 万円以上の清掃・警備業務の委託契約（清掃業務に係る

ものについては，地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第 372 号）第３条第１項に規定する総務大臣が定める額未満のものに限る。）のうち，著し

く低価格での入札が見込まれるものとして契約権者が指定するものについては，最低制限価格を適用

する。 

２ 前項の場合においては，当該契約に係る規則第５条に規定する一般競争入札の公告（以下「入札公

告」という。）を実施する場合にあっては当該公告に，令第 167条の 12第２項に規定する指名競争入

札の指名に係る通知（以下「指名通知」という。）を実施する場合にあっては当該通知に，最低制限

価格を適用する旨を明示するものとする。 



 

 （最低制限価格） 

第４条 最低制限価格は，契約権者が，契約内容に適合した履行を確保するために必要と認める額とす

る。 

（入札の執行） 

第５条 入札執行者は，最低制限価格を適用する契約についてその価格を下回る入札があったときは，

当該入札をした者を失格とし，予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をし

た者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

２ 落札者となるべき入札者がなかったときは，入札執行者は，再度の入札に付するものとする。 

 （低入札価格調査を実施する清掃・警備業務の委託契約） 

第６条 最低制限価格を適用しない契約担当課が発注する予定価格 1,000万円以上の清掃・警備業務の

委託契約については，この要綱に定める低入札価格調査を実施するものとする。 

２ 前項の場合においては入札公告を実施する場合にあっては当該公告に，指名通知を実施する場合に

あっては当該通知に，低入札価格調査を実施する旨を明示するものとする。 

 （調査基準価格） 

第７条 調査基準価格は，当該契約に係る予定価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除

して得た額に 100 分の 65 を乗じて得た額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数を切

り捨てた金額）とする。 

 （入札の執行） 

第８条 入札執行者は，低価格入札が行われたときは，落札の決定を保留するものとし，調査の上後日

落札者を決定する旨を告げて，入札を終了する。 

 （調査等の実施） 

第９条 低価格入札者は，契約権者が指定する日までに，誓約書（様式第１）及び次項各号に掲げる事

項に関する資料で，契約権者が指定するものを契約権者に提出しなければならない。 

２ 契約権者は，低価格入札が行われたときは，当該低価格入札者により，当該契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあるかどうか，及びその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあるかどうかにつき，設計担当課長とともに，次に掲げる事項について，低価格

入札者からの事情聴取，関係機関等への照会等により調査を行うものとする。ただし，低入札価格者

の全部について当該調査を行うことを困難とする事情があるときは，低価格入札者の一部について当

該調査を行うことができる。 

(1) 業務を実施するに当たり当該低価格入札者が計画している技術者等の人員配置その他の当該業務

の実施体制 

(2) 当該低価格入札者が，労務等の提供について市場価格以下の価格による提供が可能である旨の主

張をしている場合にあっては，その理由 

(3) 当該低価格入札者が現在実施している業務のその実施状況 

(4) 当該低価格入札者が価格の算定に当たり，技術計算等について外注している場合にあっては，そ

の外注内容 

(5) 当該低価格入札者が以前受託した業務委託における実施状況 

(6) 当該低価格入札者の経営状況等 

(7) 労働社会保険諸法令の遵守状況 



 

(8) その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項 

３ 契約権者は，最低価格入札者について低価格調査票を作成するものとする。 

 （契約権者による措置） 

第 10 条 契約権者は，前条の規定による調査の結果，当該最低入札価格によっても当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがないと認められるときであって，かつ，当該最低価格入札者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められるときは，当該最低価

格入札者を落札者と決定するものとし，それ以外のときは，契約事務委員会に訓令第２条第１項第 14

号，第４条第７号又は第５条第２号に規定する低入札価格調査等をさせなければならない。 

 （契約事務委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定） 

第 11 条 前条後段の場合，契約事務委員会は，当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあると認められるかどうか，及び当該最低価格入札者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうか

について，次の各号により調査及び判定を行い，その結果を低入札価格調査結果表により契約権者に

提出するものとする。 

 (1) 入札者に次のいずれかに該当する事由がある場合は，落札者としないものとする。 

  イ 契約権者が指定した調査資料を期限までに提出しないこと，事情聴取に応じないこと，その他

調査に協力しないこと 

  ロ 契約を締結する意思がない旨を表明したこと 

  ハ 入札時に提出する価格内訳書と低入札調査時の提出書類に軽微な錯誤とは認められない相違

があること 

  ニ 入札金額の積算内訳が仕様書等に記載された配置人員等の条件を満たしていないこと，その他

調査資料に重大な誤り又は虚偽の記載があること 

  ホ 法定最低賃金を下回る労務単価で入札金額を積算していること，その他労働社会保険諸法令に

違反する事由があると認められること 

へ 採算割れの受注であることが明らかであること 

(2) 入札金額の積算内訳その他調査資料に誤り（前号ニに掲げるものを除く。）がある場合は，当該

入札価格によっても契約の内容に適合した履行がされないおそれがなく，かつ，当該入札者と契約

を締結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められる特別の事情がない限

り，落札者としないものとする。 

２ 契約権者は，前項の規定により提出された契約事務特別委員会の調査及び判定の結果を踏まえ，当

該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められない

ときであって，かつ，当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認められないときは，当該最低価格入札者を落札者と決定し，

それ以外のときは，落札者としないものとする。 

 （次順位価格の入札者等の準用） 

第 12 条 契約権者は，前条第２項の規定により最低落札入札者を落札者としない場合においては，予

定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格（以下「次順位価格」という。）が調査基準

価格以上の価格であるときは，当該次順位価格の入札者を落札者と決定し，次順位価格が調査基準価

格を下回る価格であるときは，当該入札者につき第９条第３項，第 10条及び前条の規定を準用する。 

２ 次順位価格の入札者を落札者と決定しない場合においては，次順位価格から順に低い価格の入札者



 

について前項の規定を準用する。 

 （入札者への通知） 

第 13 条 契約権者は，第 10 条，第 11 第２項又は前条の規定により落札者を決定した場合は，直ちに

当該落札者と決定された入札者に落札した旨を通知するとともに，他の入札者全員に対してもその旨

を通知するものとする。 

２ 契約権者は，第 11 条第２項の規定（前条により準用する場合を含む。）により，前項の落札者より

も低い価格で入札の申込みを行った者を落札者としない場合，当該入札の申込みを行った者に対して

はその理由もあわせて通知するものとする。 

３ 第１項の規定による他の入札者全員に対する通知は，前項の場合を除き，入札経過表の掲示をもっ

て通知に代えることができる。 

 （契約の特約等） 

第 14条 契約権者は，契約の適正な履行を確保するため，第 10条の規定により落札者を決定した場合

（第 12 条において準用する場合を含む。）は契約書に別記１に掲げる条項を，第 11 第２項の規定に

より落札者を決定した場合（第 12 条において準用する場合を含む。）は契約書に別記１及び別記２に

掲げる条項を，それぞれ加えて当該落札者と契約を締結するものとする。 

２ 契約権者は，第 10 条又は第 11条第２項の規定により落札者を決定した場合（第 12条において準用

する場合を含む。），第９条第１項に規定する誓約書のほかに，当該最低価格入札者から当該業務の適

正履行に関し誓約書を徴収することができる。 

 （契約期間中における労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査等） 

第 15条 設計担当課長は，契約権者が，第 10条又は第 11条第２項（第 12条において準用する場合を

含む。）の規定により落札者と決定した者と契約を締結した場合において，労働社会保険諸法令の遵

守状況に関する調査その他必要な調査を行うものとする。 

 （委任） 

第 16条 この要綱の実施に関し必要な事項は，財政局長が別に定める。 

附 則 

 １ この要綱は，平成 31年４月１日から実施する。 

 ２ 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱（平成

22 年 12月２日市長決裁）は廃止する。 

附 則（令和２年４月 1日改正） 

 （実施期日） 

１ この改正は，令和２年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別記２の規定は，この改正の実施の日以後に締結する契約から適用し，同日前に締結した

契約については，なお従前の例による。 

附 則（令和２年９月 28日改正） 

 （実施期日） 

１ この改正は，令和２年 10月１日から実施する。 

 （経過措置） 



 

２ 改正後の別記２の規定は，この改正の実施の日以後に締結する契約から適用し，同日前に締結した

契約については，なお従前の例による。 

 



 

様式第１（第９条関係） 

 

誓  約  書 

 年 月 日 

 

様   

 

住    所          

商号又は名称          

代 表 者 名          

 

 

当社は，労働社会保険諸法令，その他関連法令を遵守しており，また契約

締結後においても同法令を遵守するとともに，説明を求められた際には誠実

に応じる事をあらためて誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 別記１ 特に定めた契約条件 

  （業務体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取） 

 第１条 受注者は，その業務体制について記載した書類を作成し，発注者からその提出を求められたとき

は，これに応じなければならない。 

 ２ 受注者は，前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは，これに応じなけれ

ばならない。 

 第２条 受注者は，業務を行うに当たり仕様書に基づき計画した内容について記載した書類を作成し，発

注者からその提出を求められたときは，これに応じなければならない。 

 ２ 受注者は，前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは，これに応じなけれ

ばならない。 

 第３条 受注者は，業務を行うに当たり労働社会保険諸法令の遵守状況について確認できる書類につい

て，発注者からその提出又は提示を求められたときは，これに応じなければならない。 

 ２ 受注者は，前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは，これに応じなけれ

ばならない。 

 
 

 



 

 

 別記２ 特に定めた契約条件 

 【業務委託契約書（第５－１－２号様式】 

 （契約の保証） 

 第１条 本則第３条第２項中「10分の１（仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。）

第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額）以上」とあるのは「10

分の３（仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。）第20条第９号に該当する場合に

あっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額の３倍）以上」と読み替えて適用するものとする。 

 ２ 本則第３条第５項中「10分の１（規則第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定め

る基準による額）」とあるのは「10分の３（規則第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長

が別に定める基準による額の３倍）」と読み替えて適用するものとする。 

  （違約金の徴収） 

 第２条 本則第34条第２項中「10分の１に相当する額（規則第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財

政局長が別に定める基準による額）」とあるのは「10分の３に相当する額（規則第20条第９号に該当する場合

にあっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額の３倍）」と読み替えて適用するものとする。 

 

【業務委託契約書（第５－１－４号様式】 

 （契約の保証） 

 第１条 本則第３条第２項中「10分の１（仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。）

第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額）以上」とあるのは「10

分の３（仙台市契約規則（昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。）第20条第９号に該当する場合に

あっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額の３倍）以上」と読み替えて適用するものとする。 

 ２ 本則第３条第５項中「10分の１（規則第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長が別に定め

る基準による額）」とあるのは「10分の３（規則第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財政局長

が別に定める基準による額の３倍）」と読み替えて適用するものとする。 

  （違約金の徴収） 

 第２条 本則第33条第２項中「10分の１に相当する額（規則第20条第９号に該当する場合にあっては，仙台市財

政局長が別に定める基準による額）」とあるのは「10分の３に相当する額（規則第20条第９号に該当する場合に

あっては，仙台市財政局長が別に定める基準による額の３倍）」と読み替えて適用するものとする。 

 

 



清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱実施要領 

（平成 31年３月 14日財政局長決裁） 

 

清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査実施要綱（平成 31 年３月 14 日財政局長

決裁。以下「要綱」という。）第 16条の規定に基づき，要綱の実施要領を次のとおり定める。 

 

（契約権者が指定する日） 

第１条 要綱第９条に規定する契約権者が指定する日は，入札より原則として 7日以内とする。 

 

（様式） 

第２条 要綱第９条に規定する契約権者が指定する資料は次のとおりとする。 

 (1) 業務工程表（年間） 様式 1-1-1（清掃） 

(2) 業務工程表（月間人員割当） 様式 1-1-2（清掃・警備） 

(3) 業務工程表（個人時間別） 様式 1-1-3（清掃） 

(4) 業務工程表（定期清掃） 様式 1-1-4（清掃） 

(5) 業務工程表（時程表） 様式 1-1-5（警備） 

(6) 理由書 様式 1-2-1（清掃・警備） 

(7) 調査用価格内訳書 様式 1-2-2（清掃・警備）  

(8) 人件費内訳書 様式 1-2-3（清掃・警備） 

(9) 業務実施状況 様式 1-3-1（清掃・警備） 

(10) 外注内訳書 様式 1-4-1（清掃・警備） 

(11) 経営状況調書 様式 1-5-1（清掃・警備） 

(12) 業務従事者の雇用状況報告書 様式 1-6-1（清掃・警備） 

(13) 前各号に掲げるもののほか，必要と認める資料 

２ 要綱第９条第３項に規定する低価格調査票は様式 2とする。 

３ 要綱第 11条第１項に規定する低入札価格調査結果表は様式 3とする。 

 

（労働社会保険諸法令等の遵守状況に関する調査） 

第３条 要綱第 15 条に規定する調査は，契約期間中 6 ヶ月を経過するごとに実施するほか，設計担当課長が

必要と認めたときに実施する。 

 

附 則 

１ この要領は平成 31年４月１日から実施する。 

２ 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱実施要領（平成

22 年 12 月 2 日財政局長決裁）は廃止する。 



単位 回数

●日常清掃を除く業務を記載すること。
●仕様書で定められている業務について実施月と回数を記入すること。

7月 8月 9月

業　　　務　　　工　　　程　　　表　（　年間　）

1月 2月 3月 備　　考

様式1-1-1(清掃）

4月 5月 11月
頻度

清　掃　内　容 12月10月6月



日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

勤務形態

作業区分

①（ ～ ） 時間【 深夜 時間 超勤 時間】 ④（ ～ ） 時間【 深夜 時間 超勤 時間】

②（ ～ ） 時間【 深夜 時間 超勤 時間】 ⑤（ ～ ） 時間【 深夜 時間 超勤 時間】

③（ ～ ） 時間【 深夜 時間 超勤 時間】 ⑥（ ～ ） 時間【 深夜 時間 超勤 時間】

●清掃の場合，「作業区分」欄に，日常清掃は「日」を，定期清掃は「定」と記入すること。警備の場合，この欄の記入は不要とする。

副責任者

作業員Ａ

作業員Ｄ

作業員Ｂ

作業員Ｃ

作業員Ｆ

1日当りの合計時間数

様式1-1-2（清掃・警備）

業　務　工　程　表　（　月　間　人　員　割　当　）

氏　名
1月当たりの
合計時間数

うち深夜労
働時間数

責任者

●表中の「勤務形態」欄には，表外破線外の「勤務形態」欄①～⑥の該当する番号を記入する。

勤務形態

作業員Ｅ

記入例（警備） ・・・・・・・・・・・・・以下，全従事者について記入すること休憩や休息時間を除く実労時間を



氏　　名 勤務時間 作　　　　業　　　　内　　　　容 従事見込時間（分） 時間計（分）

●日常清掃について記載する。

●従事者ごとに，作業内容や従事見込時間を分単位で記載する。

●「勤務時間」欄には，休憩を含む勤務時間帯を，「うち休憩時間」欄には，休憩や休息時間の合計を記入する。

うち休憩時間
（　　　分）

　:　　～　　:

うち休憩時間
（　　　分）

様式1-1-3（清掃）

作業員Ｅ

　:　　～　　:

うち休憩時間
（　　　分）

作業員Ｄ

　:　　～　　:

副責任者

業　務　工　程　表　（　個　人　時　間　別　）

作業員Ａ

作業員Ｂ

　:　　～　　:

うち休憩時間
（　　　分）

うち休憩時間
（　　　分）

作業員Ｃ

　:　　～　　:

責任者

　:　　～　　:

うち休憩時間
（　　　分）

　:　　～　　:

うち休憩時間
（　　　分）



様式1-1-4（清掃）

単位 回数

指定頻度
清掃場所 業　　務　　内　　容 時間数 合計時間数

業　務　工　程　表　（　定　期　清　掃　）

●本様式への記入に代えて，仕様書中の「定期清掃」のページを活用し，清掃箇所の記載部分に直接「合計
時間数」及び「年間従事時間数」を記入し，その部分のコピーの提出も可とする。

年間従事時間数⇒



実労時間 休憩時間

(うち深夜勤務) (うち仮眠時間)

従事時間帯 H H

従事時間帯 H H

従事時間帯 H H

従事時間帯 H H

従事時間帯 H H

従事時間帯 H H

様式1-1-5（警備）

業　　　務　　　工　　　程　　　表　　　（　時　程　表　）

業務内容


作業員Ｄ

H

6

業務内容


●平日及び休日ごと（任意の１日）に作成すること。

●本書に代えて，貴社の独自様式での提出も可とする。

522

作業員Ｂ

業務内容


H

作業員Ａ

23 24 7 8

責任者

2 3 4113 14 15 16 17 2118 19 20

業務内容


9 11 1210

業務内容


作業員Ｃ

氏名
勤務
形態

項　目
8

副責任者
業務内容


勤務形態 ①（ ～ ） 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】

②（ ～ ） 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】

③（ ～ ） 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】

④（ ～ ） 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】

⑤（ ～ ） 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】

⑥（ ～ ） 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】



１　市場価格以下の入札金額で応札した理由

２　積算にあたって特に低減したもの。また，可能になった理由

様式1-2-1（清掃・警備）

理　　　　　由　　　　　書



様式1-2-2（清掃・警備）

単位：円

項　　　　目 氏名 単位 年間雇用月数 月額人件費 年間人件費 備　　　　　　　　　考

責任者 月

副責任者 月

作業員Ａ 月

作業員Ｂ 月

作業員Ｃ 月

作業員Ｄ 月

作業員Ｅ 月

作業員Ｆ 月

作業員Ｇ 月

項　　　目 内容 単位 数量 単価 年間所要金額 備　　　　　　　　　考

項　　　目 内容 単位 数量 単価 年間所要金額 備　　　　　　　　　考

項　　　目 内容 単位 数量 単価 年間所要金額 備　　　　　　　　　考

入札金額と一致すること

項　　目

直接人件費（①）

直接物品費（②）

業務管理費（③）

一般管理費等（④）

合計金額

●①から④までの内容については，国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」を参考にすること。

●月額人件費は様式1-2-3「人件費内訳書」の直接人件費と一致すること。

直接人件費①

直接物品費②

直接物品費②　計

入札時に提出した
価格内訳書の金額

表中①～④×契約年数

一般管理費等④　計

消費税相当額・・・・・・・・・⑥

契約金額（消費税込み）・・⑤＋⑥

直接人件費①　計

一般管理費等④

●①の備考欄には，従事者の年間従事時間数（実時間数）を記載すること。

調　査　用　価　格　内　訳　書

●入札時点で本業務について採算が取れていないと判断される場合，失格となるので注意すること。

●⑤には契約期間中の総額を記載し，入札金額と一致すること。

●入札時に提出した「価格内訳書」と本書に相違がある場合，失格となるので注意すること。

●記載項目以外に計上すべき金額がある場合は補足し，確認できる書類を添付すること。

表中①～④　×　契約年数・・・⑤

業務管理費③

業務管理費③　計



様式1-2-3（清掃・警備）

責任者 副責任者 作業員Ａ 作業員Ｂ 作業員C 作業員Ｄ 作業員E 作業員F 作業員G 作業員H

基本給 （Ａ）

通勤交通費 ａ

休日出勤手当 ｂ

時間外手当 ｃ

深夜手当 ｄ

精皆勤手当 ｅ

家族手当 ｆ

賞与 g

h
直接人件費小計

Ａ＋ａ＋ｂ＋・・・＋
h

（Ｂ）

賞与引当金 （Ｃ）

健康保険事業主負担 i

厚生年金事業主負担 j

児童手当拠出金 k

雇用保険事業主負担 l

労災保険料 m

退職金引当金 n

被服費 o

p

q
間接人件費小計

Ｃ＋i＋j＋・・・＋q
（Ｄ）

（Ｅ）

単位：時間
責任者 副責任者 作業員Ａ 作業員Ｂ 作業員C 作業員Ｄ 作業員E 作業員F 作業員G 作業員H 備　　　　　考

（Ｆ）

r

(A)/(Ｆ) 単位：円

(Ｅ)/(Ｆ) 単位：円

●従業員全員の月額人件費を記入すること。なお，直接人件費小計は，様式1-2-2「調査用価格内訳書」の「月額人件費」と一致すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　件　　　費　　　内　　　訳　　　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

１時間当たり賃金（控除後）

備　　　　　考
金　　額　　（月額；円）

項　　　目

雇用形態

労働契約の期間

直
接
人
件
費

間
接
人
件
費

科　　　目

参考；法定福利控除後基本給

　Ａ-(ｉ＋ｊ＋ｌ)

１月当たり労働時間

　うち深夜労働時間

１時間当たり賃金

　うち深夜労働時間

１日当たり労働時間

　うち深夜労働時間

１週当たり労働時間



件　　名 契約期間
契約金額

（消費税を含む）
発注者名

元請・下請
の別

施行面積（㎡）
建物規模等

従事人員
（1日平均） 備　　考

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

元・下

●仙台市，宮城県内，その他の順で記入すること。

●過去３年以内に受注したもの全てを記載すること。

様式1-3-1（清掃・警備）

業　　務　　実　　施　　状　　況



外注内容 契約期間
契約金額

（消費税込み）
発注先 備考

●様式1-2-3「調査用価格内訳書」の「直接物品費」欄にも記入すること。

様式1-4-1（清掃・警備）

●確認のため，見積書（写）の添付を求める場合がある。

外　　注　　内　　訳　　書



様式1-5-1（清掃・警備）

単位：千円

　項　　　目 　　年度 　　年度 　　年度

1 売上高

2 売上原価

3 営業利益 

4 営業外利益

5 経常利益

6 当期純利益

7 総資産

8 負債 (他人資本) 

9 自己資本

10 流動比率

11 自己資本比率

人　数

事務部門

業務部門

正社員

上記以外（臨時雇用等）

●過去3ヵ年を記載する。

●流動比率=流動資産/流動負債×100で算出する。

●自己資本比率=自己資本/総資産×100で算出する。

経　　営　　状　　況　　調　　書

業
務
内
容

総従業員数 （提出日現在）

雇
用
形
態

上記「総従業員数」の内訳

事務部門+事業部門＝総従業員数

正社員+上記以外（臨時雇用等）
＝総従業員数



様式1-6-1（清掃・警備）

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金

責任者 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

副責任者 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ａ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｂ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｃ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｄ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｅ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｆ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｇ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｈ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｉ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

作業員Ｊ 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入 加入・非加入

●「雇用形態」には，「正社員」，「パート」，「アルバイト」などの雇用形態を記入すること。

●「備考」には，生年月日と年齢を記載すること。

●業務従事者が，本業務以外の現場にも従事している場合には，その旨を｢備考｣欄に記載すること。

●本書は，契約後においても半年に1回は提出し，担当課の確認を受けること。

業務等従事者の雇用状況報告書（    　　年　　月）

備　　　考氏　名
雇用形態
(職名）

労働契約期間 労働時間等
加入・非加入の状況



 

様式 ２ 

 

低 価 格 調 査 票 

（１／２） 

１ 調査概要 

業 務 名  調査年月日  年 月 日 

入札業者名  入札年月日  年 月 日 

調査実施者 契約権者（     ） 設計担当課長（   ）  

調査出席者  

予定価格 円 調査基準価格 円 入札価格 円 

 

２ 調査結果  

調 査 項 目 調     査     結     果 

①業務を実施するに

当たり当該低価格入

札者が計画している

技術者等の人員配置

その他の当該業務の

実施体制 

 

 

②当該低価格入札者

が，労務等の提供に

ついて市場価格以下

の価格による提供が

可能である旨の主張

をしている場合にあ

っては，その理由 

 

 

③当該低価格入札者

が現在実施している

業務のその実施状況 

 

 

④当該低価格入札者

が価格の算定に当た

り，技術計算等につ

いて外注している場

合にあっては，その

外注内容 

 



 

⑤当該低価格入札者

が以前受託した業務

委託における実施状

況 

 

⑥当該低価格入札者

の経営状況等 

 

⑦労働社会保険諸法

令の遵守状況 

 

⑧その他価格の算定

の調査に関し必要と

認められる事項 

 

 

３ 対応方針 

契約権者の 

対応方針 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式 ３ 

 

 

低 入 札 価 格 調 査 結 果 表 

 

 

     年  月  日開催した契約事務（    ）委員会において，下記のとおり

決定した。 

 

  

契約事務（    ）委員会 

委員長           

 

記 

 

業務名  

予定価格：Ａ 円 調査基準価格：Ｂ 円 

低価格入札者名 
入札価格（円） 

Ｃ 

入札率（％） 

Ｃ／Ａ 

調査結果の表示 
契約の内容に適合し

た履行等の当否 
理由 

     

摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「契約の内容に適合した履行等の当否」の欄には，「当」又は「否」を記入すること。 

※２ 「理由」の欄は，「契約の内容に適合した履行等の当否」に「否」と記入した場合の

み具体的に記入すること。 

 



 

清掃・警備業務の委託契約に係る低入札価格調査資料作成要領 

 

【共通事項】 

①「氏名」欄に従事者ごとの記載が必要な欄については，責任者，副責任者，作業員Ａ，B・・・と

し，指定された場合を除き実名での記入は要しない。また，従事予定者全員分を記載すること。 

②用紙が足りない場合にはコピーしたものを使用すること。 

 

１ 業務を実施するに当たり計画している技術者等の人員配置，その他の当該業務の実施体制 

(1)業務工程表（年間） ― 様式 1-1-1（清掃） 

①日常清掃を除く仕様書で定めのある全ての業務について，1 年間の作業内容や回数を記載する。 

②「頻度」欄の「単位」欄には「月」または「年」の単位を記載し，「回数」欄に年間実施回数を

記入すること。 

③実施する月に回数を記載すること。 

 

(2)業務工程表（月間人員割当） ― 様式 1-1-2（清掃・警備） 

 ①表外破線内の「勤務形態」には，括弧内に勤務時間帯，右側に休憩や休息時間，仮眠時間等を

除いた実労時間を記入し，深夜勤務や超過勤務を含む場合は，【  】にそれぞれ記載すること。 

 ②表中の「勤務形態」欄には，上記①で記入した勤務形態ごとの番号（①から⑥）を記入するこ

と。 

 ③「作業区分」欄には，清掃の場合，日常清掃は「日」を，定期清掃は「定」を記入すること。

また，警備の場合，この欄の記入は不要とする。 

④「１日あたりの合計時間数」欄には，１日ごとの全従事者の合計時間数を記入すること。 

⑤１ヶ月を 30 日として記載すること。 

 

(3)業務工程表（個人時間別） ― 様式 1-1-3（清掃） 

 ①日常清掃について，従事者ごとに記載すること。 

 ②「勤務時間」欄には，従事者ごとに休憩や休息時間を含めた一日の従事時間帯を記入し，「うち

休憩時間」には，そのうちの休憩時間の合計を分単位で記入すること。 

 ③「作業内容」欄には，仕様書で定められた作業内容を記載し，その作業に要する時間を「従事

見込時間（分）」欄に記入すること。また，行が足りない場合には適宜増やし，記入漏れがない

よう留意すること。 

 ④「時間計（分）」欄には，各人ごとの「従事見込み時間数」欄の合計を記載すること。 

 

(4)業務工程表（定期清掃） ― 様式 1-1-4（清掃） 

 ①仕様書に定める定期清掃について，清掃場所ごとに年間の「業務内容」「指定頻度」（単位及び

回数）「時間数」「合計時間数」を記入すること。 

 ②「年間従事時間数」には，「合計時間数」の合計を記載すること。 

 ※本様式への記入に代えて，仕様書中の「定期清掃」のページを活用し，清掃箇所の記載部分に

直接「合計時間数」及び「年間従事時間数」を記入し，その部分のコピーの提出も可とする。 

 



【記入例】 

 本様式に代え，仕様書を活用する場合 

清掃場所 日常清掃 定期清掃 臨時清掃 

清掃箇所 材質 清掃内容 回数 清掃内容 回数 清掃内容 回数 

屋上・ﾊﾞﾙｺﾆｰ モルタル等   １ 床名 

(1)汚れに応じて拭き掃除 

(2)排水溝の清掃 

 

１/月   

ゴミ集積所 ｺﾝｸﾘｰﾄ １ 掃き掃除 １/日 １ 水拭き １/月   

ドライエリア ｺﾝｸﾘｰﾄ １ 掃き掃除 １/日 １ 水拭き １/月   

シャワー室  １ 室内清掃 随時     

 

 

 

(5)業務工程表（時程表）― 様式 1-1-5（警備） 

 ①平日及び休日の時程表（任意の１日とする）について，それぞれに作成すること。 

  ※本書に代えて，貴社独自様式での提出も可とする。 

 ②表外破線内の「勤務形態」欄には，括弧内に勤務時間帯，右側に休憩や休息時間，仮眠時間等を

除いた実労時間を記入し，深夜勤務や超過勤務を含む場合は，【  】にそれぞれ記載すること。 

 ③表中の「勤務形態」欄には，上記②で記入した勤務形態ごとの番号（①から⑥）を記入すること。 

 ④「従事時間帯」欄は，従事時間帯が識別できるよう網掛け等で表示すること。 

 ⑤「業務内容」欄は，従事業務や休憩・仮眠などの内容や時間がわかるよう記入すること。 

 【例】8:30～9:30 南門立哨   21:00～22:00 場内巡回   23:00～3:00 仮眠 

 

【記入例】 

氏名 

勤
務
形
態 

項 目 

8 9 10 11 12 13 14 

             

責任者 ① 

従事時間帯                           

業務内容 
                          

                          

 

 

 ⑥「実労時間」欄は，従事者ごとに実労時間の合計記入し，その下の段に，深夜勤務を行なった時

間数を括弧書きで記入すること。ただし，深夜勤務時間帯は 22 時から 5 時までとする。 

 ⑦「休憩時間」欄は，従事者ごとに休憩時間の合計を記入し，その下に，仮眠時間数を括弧書きで

記入すること。 

 

(6)業務責任者に関する調書（清掃） ―  入札参加前に提出していない場合のみ提出 

 仕様書に要件が定められている場合に提出すること。 

 

12 時間 

6 時間 

6 時間 

年間従事時間数 1,500 時間 

仕様書の清掃場所ご

との年間従事時間数

を直接記入 

最後尾に定期清掃

の合計を記入する 

9:00～10:00 

場内巡回 

11:00～12:00 

休憩 

10:00～12:00 

警備室 

13:00～14:00 

正門立哨 

従事時間帯は網掛けとする 



(7)配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書 ―  入札参加前に提出していない場合のみ提

出 

 仕様書に要件が定められている場合に提出すること。 

 

２ 労務等の提供について，市場価格以下の価格による提供が可能な場合の理由 

(1)理由書 ― 様式 1-2-1（清掃・警備） 

 ①「１ 市場価格以下の入札金額で応札した理由」には，本件の入札にあたり，どのような理由で

市場価格以下での提供に至ったか，その理由を詳細に記載すること。 

 ②「２ 積算にあたって特に低減したもの。また，可能になった理由」には，積算にあたって特に

経費を低減したものは何か，また，それはどのような理由から当該価格等で提供可能になったの

か，具体的に記入すること。 

 

(2)調査用価格内訳書 ― 様式 1-2-2（清掃・警備） 

 ①「直接人件費（①）」 

 直接人件費は，当該業務に直接従事する者のそれぞれについての給与，諸手当とする。 

 ア 「年間雇用月数」には，単年度中に雇用する予定月数を記載し，「月間人件費」欄の額で乗

じたものを「年間人件費」欄に記載すること。なお，日数に端数が生じて数字に誤差が生じる

場合，調整すること。 

 イ 「月額人件費」欄は，様式 1-2-3「人件費内訳書」と一致すること。 

 ウ 「備考」の欄には，従事者後との年間総勤務時間数（実時間数）を記載すること。 

②「直接物品費（②）」 

 直接物件費は，当該業務を行なうために必要な物品類にかかる費用とする。 

 ア 仕様書に示されている業務の履行に必要な物品経費を全て記載すること。 

 【例】清掃器具，諸材料（洗剤，ワックス等），消耗品（トイレットペーパー，せっけん水，ゴ

ミ袋等），器材の損料 など 

 イ 外注経費があれば記載し，様式 1-4-1「外注内訳」にも併せて記載すること。 

 ウ 機械のリース料，減価償却費もこの欄に計上すること。 

 エ 在庫があるなどの理由で経費がかからない消耗品などについても記載し，その理由について

備考欄に記載すること。なお，この場合，在庫等を証明できる現場写真を添付すること。 

 オ 確認のため見積書の写しを求める場合がある。 

③「業務管理費（③）」 

   物品管理費とは，業務を実施する上で，受注者が現場業務を管理運営するために必要な直接業

務費以外の費用とする。 

【例】総合調整費，福利厚生費，通信交通費，安全管理費，技術管理費 など 

④「一般管理費等（④）」 

 受注者が企業を維持運営していくために必要な，直接業務費及び直接管理費以外の費用とする。 

【例】従事者に係る間接人件費・給料手当（現場の従事者を除く），事務用品費，事務所光熱水費，

雑費 など 

※間接人件費は必ず計上すること。また，端数処理が必要な場合，上記①から③の項目のどれに

も属さない費用を計上する場合には，この欄に記入すること。 

⑤表中⑤には，①～④の合計に契約年数を掛けたものを記入すること。 

 ※端数が生じる場合は，「一般管理費等④」に「調整費」として計上すること。 



⑥「消費税相当額」欄には，⑤に契約締結時点で想定される消費税率を乗じた金額を記入すること。 

⑦「総額」には，上記⑤及び⑥を足し上げた金額を記入すること。なお，この金額が契約金額とな

る。 

⑧入札時に提出した内訳書と，本内訳書に相違がある場合失格となるので注意すること。 

⑨入札時点において本業務についての採算が取れていないと判断される場合は，失格となるので注

意すること。 

 

 

 

 

(3)人件費内訳書 ― 様式 1-2-3（清掃・警備） 

①全ての従事者について，月額人件費を記載すること。 

②「直接人件費」「間接人件費」欄ともに，記載項目以外の項目を支給する場合には，空欄に記載

すること。また，行が足りない場合には適宜増やすこと。 

③「直接人件費小計（Ｂ）」「間接人件費小計（D）」「参考：法定福利控除後基本給（Ｅ）」各欄は，

欄内に記載された数式により算出した金額を各人ごとに記載すること。 

⑤「雇用形態」欄には，「正社員」「パート」「アルバイト」等の雇用形態を記載すること。それ以

下の項目についても，各人ごとに記載すること。 

⑥様式 1-2-2「調査用価格内訳書」の「直接人件費①」欄，「月額人件費」欄と一致すること。 

 

３ 現在実施している業務のその実施状況及び以前受託した業務委託における実施状況 

(1)業務実施状況 － 様式 1-3-1（清掃・警備） 

①本件と類似業務の公共施設の受注実績について，仙台市発注，宮城県内発注，宮城県外発注の順

番で記入すること。 

②「元請・下請の別」欄の該当する箇所に○をつけること。 

③「施行面積，建物の規模等」欄は，受注した施設の規模がわかるよう記載すること。 

④「従事人員」欄は，1 日の平均従事者数を記載すること。 

⑤過去３年以内に受注したもの全てについて記載すること。なお，1 枚以上ある場合でも，提出は

1 枚のみでよい。 

 

４ 価格の算定に当たり，技術計算等について外注している場合にあっては，その外注内容 

(1)外注内訳書 ― 様式 1-4-1（清掃・警備） 

 ①外注する業務全てについて記入すること。 

 ②外注がある場合には，様式 1-2-2「調査用価格内訳表」の「直接物件費（②）」欄にも併せて記

載すること。 

 ③確認のため，見積書（写し）の提出を求めることがある。 

 

５ 経営状況等 

(1)経営状況調書 ― 様式 1-5-1（清掃・警備） 

 ①調書作成時点で完結している決算期過去 3 期分について，１から 11 までの項目を記入すること。 

②「10 流動比率」欄は，流動資産／流動負債×100 で算出すること。 

 上記①から④の内容や区分方法などの詳細については，国土交通省大臣官房営繕部作成「建築

保全業務積算基準」を参考とすること。 



③「11 自己資本比率」欄は，自己資本／自己資本／総資産×100 で算出すること。 

④「総従事者数（提出日現在）」欄について，「業務内容」及び「雇用形態」の項目別に，その内訳

人数を記載すること。 

 

６ 労働社会保険諸法令の遵守状況 

(1)業務従事者の雇用状況報告書 － 様式 1-6-1（清掃・警備） 

①「雇用形態（職名）」欄には，「正社員」「パート」「アルバイト」など，雇用形態を記載すること。 

②「備考」欄に，生年月日，年齢を記載すること。 

③従事者が，本業務以外の業務にも従事している場合には，その旨を「備考」欄に記載すること。 

④本書は，契約後においても半年に 1 回は提出し，担当課の確認を受けること。 

(2)労働保険概算・確定申告の写し（指定様式外 入札参加前に提出していない場合のみ提出） 

(3)厚生年金保険料割賦の写し（指定様式外 入札参加前に提出していない場合のみ提出） 

(4) 安全教育の実施状況の概要（指定様式外） 

※非正規労働者を含む全労働者に対して実施している安全教育事業について，名称，実施回数，対

象範囲，参加人数などＡ４版用紙 1 枚程度にまとめること。 

 

 

 

 

 

７ その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項 

上記１から６を除き，本調査に必要だと認める資料等があれば適宜提出すること。 

低入札調査基準価格を下回った額での契約を行なう場合，契約後についても，労働社会保険諸法

令の遵守状況に関する調査，その他必要な調査を行なうこととする。 

 上記①から④の内容や区分方法などの詳細については，国土交通省大臣官房営繕部作成「建築保

全実務積算基準」（平成 20 年 3 月版）を参考とすること。 


